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第５５回平成２６年３月与謝野町議会定例会会議録（第６号） 
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      副 町 長    堀口 卓也    教 育 長    垣中  均（遅刻） 

      企画財政課長    浪江  学    教育委員長    白杉 直久 

      総 務 課 長    奥野  稔    商工観光課長    長島 栄作 
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      税 務 課 長    植田 弘志    下水道課長    西村 良久 
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      建 設 課 長    西原 正樹    福 祉 課 長    浪江 昭人 
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５．議事日程 

  日程第 １ 議案第 ２３号  平成２６年度与謝野町一般会計予算 

                                           （質疑） 
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６．議事の経過 

（開会 午前 ９時３０分） 

議  長（赤松孝一） 皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１８人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めます。 

まず、皆さんに、お願いしておきますが、この予算審議に当たりましては、一人の持ち時間が

１５分であります。そして、２回です。３回目をできる人は会派の代表者一人のみでございます。 

それから、ブロック分けはしていませんので、一般会計歳入歳出全般から、皆さんのお好きな

ところから入っていただければ結構であります。以上でございます。 

それでは、冒頭に企画財政課のほうより訂正がございますので、よろしくお願いします。 

浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） おはようございます。 

まず、初めに資料に訂正がございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

既に配付をさせていただいております、平成２６年度、議案第２３号から議案第３３号、当初

予算案資料、これでございます。当初予算案資料を渡しているかと思います。これの７ページを

お開きをいただきたいと思います。正誤表を配付させていただいておりますので、それをごらん

いただきたいと思います。当初予算資料の７ページをお開きをいただきまして、２点、このペー

ジで２点ございます。 

１点は、一番上の１款町税の欄の一番右側の備考欄を見ていただきますと、備考欄に４項目書

いてございますが、上から三つ目の固定資産税２５０万円の減となっておりますのを２５０万円

の増に変更をお願いしたいと思います。 

それから、その同じページの下から二つ目の１９款諸収入の欄の同じく備考欄で、上から三つ

目に標識等再交付弁償金４０９万５，０００円の減となってございますが、ここの標識等再交付

弁償金を損害賠償金、あとは一緒でございます。４０９万５，０００円の減にご訂正をお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（赤松孝一） 日程第１ 議案第２３号 平成２６年度与謝野町一般会計予算を議題とします。 

本案については、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

質疑はありません。 

野村議員。 

１  番（野村生八） おはようございます。 

それでは、平成２６年度与謝野町一般会計予算について、質問をいたします。 

よんごとなき理由でいつものように下調べができておりませんので、いろいろとお聞きをしな

がら質疑をさせていただきたいと思います。 

今回の平成２６年度予算では、新しい取り組みが何点かありまして、政策等の形成過程の説明

資料が出されております。それのまちづくり・人づくり補助金交付事業、これについて、企画財

政課長に質問をいたします。 

内容を見ますと、今までの取り組みを再検討されて、再整備されたというふうに書かれており
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ますが、今までと何が違うのかという点も含めて、まず、この内容についてお聞きをしたいと思

います。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。資料といたしまして、政策等形成過程の説明資料を提出

しておりまして、その中のまちづくり・人づくり補助金交付事業についてのご質問でございます。 

１枚、その資料をおめくりいただきますと、政策等形成過程の説明資料ということで、主な点

を書かせていただいております。この中のちょうど中央部にございます、目的、趣旨、事業概要

のところですけれども、今回、まず、目的、趣旨に書いておりますように、与謝野町まちづく

り・人づくり補助金交付要綱を新設をさせていただこうとするものでございます。その中身が、

その下の２番、事業概要に書いてございまして、まちづくり推進事業、従来の自治振興補助金、

予算計上額が６１７万５，０００円、（２）に人づくり推進事業を新設する補助金として４７万

５，０００円、（３）としてアベリスツイス交流事業、従来の交流事業で２１２万１，０００円、

この三つを書かせていただいております。何が変わったのか、新しいのかというご質問でござい

ますが、（２）の人づくり推進事業、これを新設をさせていただいたということが、新しい点で

ございます。ここに２点、書いておりますが、その概要は、まちづくり団体等が人づくりを目的

に行う研修事業を支援する補助金として設けさせていただきまして、補助率は２分の１以内、た

だし対象経費は２万円以上、補助限度額は１０万円というふうに考えているところでございます。 

これにつきましては、その背景、経緯、効果は、その下に書いておりますので、また、ごらん

をいただきたいというふうに思っておりますけれども、この思いといたしましては、従来のまち

づくり推進事業、従来の自治振興補助金は、そのまま存続をします。アベリスツイス交流事業も、

そのまま存続をいたします。それに加えて人づくり推進事業を設けたということでございます。

この人づくりにつきましては、いろんな分野で民間の住民の方々が団体、グループ、ボランティ

ア、ＮＰＯなどを設立されまして、それぞれの思い思いの目的を持った形で活動をされておりま

す。その活動を支援することによって、それを人づくりにつなげていって、それをまちづくりに

つなげていこうという、そういう趣旨から、そういった団体が研修事業等を主催して行われる場

合、あるいは、何かの研修会等に参加をされる場合に、この補助金を活用していただきまして、

どんどんそういった活動を広めていただき、また、それぞれの会員さんのスキルアップを図って

いただくことで、人づくりの底上げをさせていただき、支援させていただいて、それをまちづく

りに生かしていきたいということで、新たに、この人づくり推進事業、これを設けさせていただ

いたということでございます。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） はい、ありがとうございます。人づくり推進事業が新設されたということで、人

づくりからまちづくりにつなげたいという、まさにまちづくりの基本は人づくり、人にあるとい

うふうに私も思いますし、こういう取り組み、また、人と人とがつながっていくという、一人が

元気になることと同時に人と人がつながっていくということが、まちづくり、町を元気にする上

では大変大事だというふうに、私も思ってまして、ぜひ、こういう事業がどんどん使われて、元

気な活発な町になったらいいなというふうに思います。これは一応、上限が１０万円ということ

ですが、予算枠も４７万５，０００円ですか、となっています。今後、これがどんどん使われる
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と補正等でですね、できるだけ対応していくという姿勢で取り組まれるのかどうか、この点はい

かがでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。この人づくり推進事業につきましては、新設をさせてい

ただいて、きばってＰＲもさせていただいた上で、活用していただきたいという思いがございま

す。初年度になりますので、どれだけのご要望といいますか、申請があるかがちょっとわかりま

せんけれども、見込みの額は一定額計上させていただいております。 

この財源といたしましては、ふるさと人づくり基金を持っておりますので、それを充てさせて

いただいて計上をしております。したがいまして、申請案件で適当と思われるものにつきまして

は、予算の範囲内で、まず、検討させていただき、それ以上にございましたら、補正予算で対応

もさせていただきたいというふうに考えております。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） ぜひ、こういう予算は積極的に、言われるように対応していただきたいと思いま

す。 

それで、こういう人づくりの点でいえば公民館活動というのが、この町では一般質問の町長の

答弁でもありましたように、大変、ほかの町に比べて積極的な取り組みがされて、大きな成果が

生まれているなというふうに思っていますが、今回、新たに、こういう分野からも人づくりが始

まるのかなと、今までの取り組みの中で、そういう目線で見て、公民館活動以外に、同じように

人づくりということで、特徴的に、この町が取り組んできたことがほかにもあったのかどうか、

それに加えて今回かなというふうに思いますが、その点については企画財政課長は、その辺をど

う見て、今回の取り組みを新たに提案されたのか、お聞きいたします。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。実は、これまでの自治振興補助金でも、人づくりを目的

とした研修事業等への参加は補助対象として持っておりました。しかしながら、現実のところの

申請というのが、ほとんど皆無で、合併以来、２件程度だったというふうに記憶をしております。

そういったところが、どこに問題があるのかというところについて、いろいろと内部でも検討さ

せていただきました上で、じゃあもう明確に、人づくり推進事業、人づくりを目的とした新たな

メニューも設けることで明確になりますので、活用していただけるんじゃないか。そして、それ

も幅広く受け入れていくことで、せっかくの基金が、持っているだけではなくて、活用できるん

ではないかというところで、この人づくり補助金を新たに設けさせていただいたということでご

ざいます。 

人づくりは、全般に言えることですので、各課の取り組みにかかわっていくるというところが

ございます。一つは自治区の運営、これも活発に行っていただいておりまして、それも人づくり

につながっているというふうに思っておりますし、それから、今おっしゃいました公民館事業、

これも公民館を拠点として頑張ってやっていただいております。これも人づくりにつながってい

ると思いますし、そのほか観光振興の面でも、あるいは福祉団体の活動につきましても、全て大

きく見れば、人づくりにつながっていて、それが与謝野町のまちづくりにつながっているという

ふうに考えております。そういった公民館事業、あるいは、そのほかの補助メニューは、これも
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継続しておりますので、まず、そこに、それに該当するものについては、そちらで申請をお考え

いただいて、それにどうしても乗れないものについて、この人づくり補助金でフォローアップさ

せていただけるようにしていこうというのが考え方でございまして、どちらも受けていただくと

いうことではなしに、拾えないところを拾っていこうかという考え方から、このような形を設け

させていただいたということでございます。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） 産業振興、地域経済を元気にする当町の取り組みは、太田町長は特定の業種なり、

特定の企業という、そういうことも当然、必要です。だけども基本は、全ての産業、全ての事業

者の取り組みを応援するということだということで、答弁されてきたと思います。今の企画財政

課長の話を聞いていまして、こういう人づくりについても、全ての与謝野町内での取り組みが人

づくりだと、それを支援していくんだという答弁が今、課長からあったのかなというふうに思っ

てまして、町長として、こういう当町が、今、到達している、こういう人づくりの取り組みをど

のように評価されているのか、お聞きをいたします。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 先ほど課長が申し上げましたように、やはりこの町を元気にしていくのは、この

町の人たちでしかないわけですので、そうした方々が自分たちが頑張ってやろうとしていること

に対して、なかなかフォローできない部分が今までもありました。そうした意味で単に海外へ行

くための、そうした補助制度じゃなくて、あらゆる分野で、この町を元気にしていこうと、その

ための研修をしようというような団体等に、やはりひとしくチャンスが与えられるような、そう

いうシステムづくりが必要だなというふうに常々考えておりました中で、こうした人づくりに力

を入れていくことによって、今、少し頑張ってやろうと思っておられる方々に、やはり後押しが

できる、そうした考え方、行政としてできるのは、やはり、そういうところではないかというふ

うに思いますので、大勢の、それぞれの方が自分たちが目指すまちづくり、あるいは地域づくり

に頑張ろうとする方の応援が、手助けができるような、そういうシステムであってほしいと思い

ますし、考え方としては、そういうところからつくられたものだというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） 公民館活動も含めて、今までよりも幅広い、そういう取り組みができるというふ

うに今、答弁を聞いて大変期待をしています。ぜひ多くの町民の皆さんが、これを使って、いろ

んな分野で取り組みをしていただけたら大変うれしく思います。私も旧野田川町のときにも、こ

ういう制度がありまして、友達と南足柄市に補助をいただいて、そのときは、たしか２分の１だ

ったと思うんですけれども、視察に行きまして、それを力にＮＰＯを立ち上げたという経過があ

りましたので、そういう意味でも期待をしています。 

次に、この対象なんですけれども、背景等の中にはＮＰＯ、サークル、ボランティアなどによ

るという言葉があるんですが、要綱の中にはですね、対象が誰かという点で言えば、この要綱を

見ていると区とか町内会みたいなものしか対象にならんのかなというふうなイメージがするんで

すが、今までのまちづくり推進事業、いわゆる自治振興補助金もですね、途中でＮＰＯも対象に

していただいたり、頑張って対象を広げて応援していただいた経過があるんだと思うんですが、

もう少し、これ対象は、どうなっているかのお聞きしたいのと、本当にＮＰＯ等々も入っている
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のなら、その辺をもう少しわかりやすいように打ち出しをしていただきたい。要綱の中に、どう

書くかは別にして、住民に対しては、ぜひその辺をもっともっとＰＲしていただくような打ち出

しがしていただきたいなというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。思いは一緒かなというふうに思っております。ただ、要

綱に書きますと、どうしてもかたい表現になるところがございまして、要綱の２ページに補助対

象者を第３条で定めておりますけれども、この書きぶりの中で、自治区、自治会及び次の各号の

いずれにも該当する団体とするというような表現をさせていただいておりまして、三つございま

す。一つは５人以上の構成員を有し、その過半数が与謝野町民である団体。二つ目に主に町内で

公益的な活動を自主的に行っている団体。三つ目に運営及び会計関係の規定等が整備されている

団体と、このように書かせていただいておりまして、要綱としては非常に書きぶりはかたいんで

すけれども、既に住民向けの広報紙を、ここにも準備しておるんですけども、この住民向けの、

この広報紙なり、それから、ＫＹＴ等でのＰＲなり、それから、町内の各団体さんにダイレクト

メールを送って、この制度をお知らせするということなりをしていく資料としては、対象者の中

には自治会、実行委員会、ＮＰＯ、サークル、ボランティアなどの団体というふうに、よくわか

るように表示をさせていただいておりますので、実際のところは、もう少し今、申し上げました

よう形で広くＰＲをさせていただこうというふうに考えております。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） まちづくり推進事業は対象経費２０万円以上の取り組みが対象になるということ

ですね。これは上限は幾らになるのか、ほかの人づくりのほうは限度額が１０万円ということに

なってますが、こちらのほうは限度額というものが書いてないんですけれども、これはどのよう

に考えておられるでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。今回の新たな名称でいいますと、まちづくり推進事業、

これが旧自治振興補助金と呼んでおりました部分でございます。この対象経費は２０万円以上と

いうことにしております。上限は、これは設けておりません。特に公民館、集会所等の修繕なり

備品購入なり、こういったハード系もございますので、これには上限を設けずに、予算との兼ね

合いで考えさせていただいているということで、要綱上は限度を設けておりません。これが

２０万円以上の事業ということになっておりますで、今回の人づくり推進事業新設は、２０万円

未満を対象としたところを拾っていこうという趣旨で、これまで２０万円までは何も使えなかっ

たんですけれども、人づくりに限っては新たに２０万円までの事業費で活用していただこうと、

したがって、２分の１の補助ですので、１０万円が最大の補助金になるということで、１０万円

の限度とさせていただいて、下限値については、できるだけ小規模なものも拾っていこうという

ことから、対象経費は２万円以上ということにさせていただいたということでございます。 

したがって、２０万円未満までの人づくりの研修事業等への補助については、新たに加えさせ

ていただいて、２０万円を超えるような、そういった人づくりの事業は、このまちづくり推進事

業のほうで拾っていけるだろうということから、幅広にご活用がいただける思いで、このような

組み立てをさせていただいたということでございます。 
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議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） 大変しっかりとした組み立てになっているなというふうにお聞きしました。 

次にですね、この京都府の地域力再生プロジェクト事業というものがありまして、ご存じのと

おり、うちのＮＰＯも、これを盛んに使ってまちづくりに取り組んできましたが、今回のまちづ

くり推進事業という形で名前が変わってですね、今までは、どっちかというと修繕が、結構たく

さん使われて、ソフト事業、もちろんイベントなどのソフト事業とかも、もちろんあったわけで

すけれども、ソフト的なまちづくりの取り組みといいますかね、いわゆる設備も、もちろん必要

ですけども、ソフト的な取り組みというのは、あんまりたくさんなかったのかなというふうに思

うんですが、地域力再生プロジェクトのほうは、そういうのが結構あったと思いますので、継続

して事業ができるようなことがやりたいという取り組みですね、そういう意味では、そういう意

味で、今回の、この新しい名前に変えられた中で、一つは京都府の制度との違いですね。それか

ら、ほかのところから補助をもらう場合は対象にしないということになっていたと思うんですが、

そういう意味では、そういうのと兼ね合い、違いと兼ね合い、そういう面で新しい名前が変わっ

ただけじゃなくて、今まで以上に、こういうことに期待しているという、このまちづくり推進事

業もですね、今まで以上に、こういう使われ方をして、新しいまちづくりが始まることを期待し

ているという、こういう思い、この三つの点についてお考えをお聞きしたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。今、ご指摘の地域力再生事業も平成２６年度も継続がさ

れるというふうにお聞きをしております。したがいまして、京都府の補助制度にあります地域力

再生事業が当町のまちづくり推進事業、それから、新たに設けます当町の人づくり推進事業、こ

れら三つのメニューがそろうということになります。 

私どもが申請、ご相談をお受けしたときに、できるだけ、その事業メニューに合うものをご紹

介していこうというふうに思っております。地域力再生については、当町の枠を超えた広域的な

活動を随分、いろんな団体が取り組んでこられるようになってきておりますので、そういったも

のについては、地域力再生のほうをご紹介をさせていただくのも一つではないかなというふうに

思っております。 

それぞれ継続的、あるいは規模も大きく取り組まれるケースも出てきておりますので、それら

を、こういった町独自の小さいものではなくて、そちらをご紹介をすればいいかなというふうに

思います。しかしながら、そういったものばかりではなくて、小さいところから自分たちのでき

ることをやっていきたいという、そういうおもむきの事業もあると思いますので、それらについ

ては、今回の、まず、人づくり推進事業をご紹介し、もう少し事業費が大きなような場合は、ま

ちづくり推進事業をお進めをしていこうというふうに考えておりますし、先ほども申し上げまし

たが、原課、それぞれに補助制度を持っておりますので、それも考えながら、その目的に応じて

適切なメニューをご紹介をさせていただく、そういう窓口の役目をさせていただいたらどうかな

というふうに考えております。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） 先ほど確認しました、例えば地域力再生プロジェクトは３分の１だったり、３分

の２だったりするわけですが、それが申請されているものは、もう全く対象にならないというこ
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と、あるいは、ほかで補助をもらっている場合はと書いてありますけれども、事業１００万円の

事業で５万円でも、よそから何かの、いろんな補助制度がありますから、補助をもらっていれば、

これはもう対象にしないということ、そのほかの制度との関係というのは、どういう場合には、

これぐらいの補助でもオーケーですよなのか、全くだめ、この制度の申請されたやつは、ほかの

申請は全くだめ、補助をもらっただめ、あるいは寄附はどうなのかとか、そういうほかとの関係

はどのように考えておられるのか、再度、お聞きします。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） 複数の補助事業を受けていただくということは、もう基本的に、これは考え

ておりません。地域力再生を受けられましたら、それは、その一本でお世話になり、このまちづ

くり推進事業を受けられたら、それで、また、人づくり推進事業を受けられたら、それでという

ことに、基本的に区分けをして考えております。 

また、他の課の補助メニューもございます。そちらで対応できるのであれば、そちらで対応を

していただいて、それでお世話になるというような考え方に立っております。したがいまして、

例えば公民館事業でしたら、１０の事業で２５万円の手当てをさせていただいて、それぞれメニ

ューを公民館ごとに考えて活動していただいておりますけども、それを越えて１１事業目、

１２事業目をやりたいというようなケースは、こちらのほうで拾わせていただくこともできるの

かなということで、ただし、あくまで人づくり目的の研修事業にかかるものということにはなり

ますけれども、その部分は活用もしていただけたらなと、こういう考え方で整理をいたしており

ます。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） 事業の期間が４月１日から翌３月３１日までということになっています。この申

込期限というのが、この要綱にはないのかなと思うんですが、地域力再生などは６月だったり、

２回目が９月だったり、あるんですけども、今までの自治振興でも予算の関係といいますかね、

補正の関係で、いつまでにというのがあったんではないかと思っておるんですが、今回の、これ

は組み立てるに当たってですね、いつまでに申請しなければならないというびしっとしたものが

あるのか、それはもうちょっと緩くてですね、事業が３月３１日までに終わるのなら、おくれて

も申し込みできますよということなのか、特にことしはですね、初めて、今、予算を組んで、今

から告示されるわけで、どうしても取り組みがおくれるんではないかなと、住民がですよ、いう

ふうに思うので、できるだけ、もし、いつまでというのが厳しくあるのなら、せめて、ことし、

平成２６年度ぐらいは、その辺緩く、できるだけ、先でもオーケーですよという対応をしていた

だけたらありがたいと思っておるんですが、その辺はいかがでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。確かに、その辺が特に難しいところでございまして、一

応、整理をしております。このまちづくり推進事業については、申請期間を４月１日から６月

２日まで、約２カ月とらせていただこうというふうに考えております。これは従来の自治振興補

助金の分ですけれども、これまでから、５月末ということを一つのめどにして申請を受け付けて

きております。 

このねらいは、５月末ぐらいまで、今回、６月２日にしてますけども、ご申請をいただいて、
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そのボリュームによって、９月補正に生かしていくというねらいもございますので、一定、そう

いう期間を設けさせていただいております。 

それから、今回の人づくり推進事業につきましては、同じように第１期、前期の申込期間を

４月１日から６月２日まで設けさせていただいて、第２期、後期の受け付けを９月１日から

１０月３１日まで設けさせていただこうという考え方で、２回に分けてやらせていただいてはど

うかということを考えております。 

この内容については、今、この議案を、予算を含めまして、ご審議いただいておるわけですけ

れども、４月１日からということになりますと、どうしてもスタートが、ご指摘のようにおくれ

ますので、現在、議会のほうで審議をしていただいておりますけれども、こういった制度メニュ

ーを考えておりますということを区なり、いろんな団体に送らせていただいて、ご検討の期間を

早目に検討していただけるように今、手配をさせていただいているところでございます。 

議  長（赤松孝一） 野村議員。 

１  番（野村生八） はい、ありがとうございました。この与謝野町は住民と行政との協働の取り組み

が大きく前進したというふうに評価をしていますが、今回の、この取り組みは、さらにそれを広

げるものといいますかね、パワーアップするような、そういう新しい分野の取り組みとして一部

継続で新しい分は少ないにしてもですね、発想そのものが大きく、私たちの受けとめる思いがで

すね、大きくこれで広がるのかなというふうに期待をしております。ぜひ、多くの利用がされる

ように住民の皆さんにしっかりと伝えていただいて、住民と一緒に行政がＰＲするという意味だ

けじゃなくて、住民の中にどんどん入っていただいて使っていただけるような取り組みを期待を

しています。終わります。 

議  長（赤松孝一） 野村議員の質疑を終わります。 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようでございましたら、打ち切りますよ。本当にないんですね。 

１１番、小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） それでは、新年度の予算につきまして、少しばかり質問をさせていただきたいと

思います。 

１８０ページの農林課関係ですけれども、冷凍米飯の加工管理運営事業につきましてお尋ねし

たいと思います。今回、空調設備というような、改修事業ということで１，１７０万円計上され

ておりますけれども、平成２０年度だったと思いますけれども、そのときも空調改修に７２０万

円ほど投資されておられますけども、場所が違うのか、どういうのか、ちょっと、まず、その辺

からお尋ねしたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 井上農林課長。 

農林課長（井上雅之） お答えをいたします。今、議員がおっしゃいましたとおり、前回の改修は加工室

と申しまして、いわゆる外と結構隔離をした、衛生的にも配慮をした部分の部屋の空調機を改修

をいたしました。今回は、その隣にあります、工程でいきましたら、一つ前の工程になります炊

飯室の空調機を更新をするものです。いずれも経年劣化による更新という位置づけでございます。 

議  長（赤松孝一） 小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） 今、課長から経年劣化というようなご説明を受けたんですけれども、こういった
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各施設は、どうしても機械もんですから故障もしますし、ましてや今の機械は非常に精密なもん

ですから、少しのことでも異常を来したり、そういった形になることだと思いますけども、今回

の財源は１，１７０万円が起債ということで、いわゆる辺地債とか、そういったものは対象には

ならないというように理解させてもらったらいいんですか。 

議  長（赤松孝一） 井上農林課長。 

農林課長（井上雅之） お答えをいたします。辺地債ということで認識をいたしております。 

議  長（赤松孝一） 小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） 辺地債ということで、比較的有利な借り入れだと思います。一つ、以前も私、副

町長にもご答弁いただいたことがあるんですけども、いわゆるこういった指定管理施設の管理運

営のことにつきまして、いわゆる本当に町が、本当にいつまでも面倒を見なければならない施設

なのかどうかというようなことの質問をさせてもらったと思うんですが、いわゆる施設が設立さ

れた経過といいますのが、米の過剰問題が深刻化し、新食糧法の制定と市場原理の導入により水

田農業と稲作経営が、新たな困難に直面しつつあるもとで、冷凍による米の高付加価値化商品を

開発し、産業化を図るため整備されたものというようなことをうたってございますけれども、こ

の目的につきまして、いわゆる現状をどのように、副町長、お考えなのか、見解をお尋ねしたい

と思います。 

議  長（赤松孝一） 堀口副町長。 

副 町 長（堀口卓也） 失礼をいたしました。じゃあ私のほうからお答えをしたいと思います。今、冷凍

米飯の関係のご質問です。確かに議員がおっしゃいますように、この間、この施設につきまして

は、たくさんの改修費用、あるいは車両の購入費用等々、町のほうで予算化をしております。現

状でありますが、議員もご承知のように、この施設、設立当初は大変な状況がございました。そ

の後、経営の刷新を図られたり、それから、事業拡大を図られまして、主に高速道路のサービス

エリア、最近は、それに加えまして生協組織への大きな事業展開が進んでおりますし、さらに、

この近隣の一般の営業施設へも販路を拡大をされておられまして、大きく販売量、それから売上

を伸ばしておられます。 

ただ、議員がご心配されてますように、いきなり、これまでの大きな債務を一遍に返しをする

というところまでは至っておりませんが、体制を強化をされまして、年々、改善の方向に進んで

おるし、その経営努力を一生懸命取り組んでおられるというふうに認識をいたしております。 

議  長（赤松孝一） 小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） なかなかスタートから順調にいったわけではないし、今、ご答弁いただきました

ようにですね、非常にきょうまでの道のりというんですか、非常にご苦労をなさっていただいて

おると思うんですが、本当の、私、基本的に思いますのは、公の施設というのは、やはり町民に

広く共有できる施設というものが公の施設でないかと、私は、このように思っておるんです。こ

の冷凍米飯施設につきましても、いわゆる町が設立されて、そして、平成１１年に設立されて、

合併以降も、既に８年経過したわけでございますけれども、やはりほかの管理施設と違いまして、

一つの民間の会社というようにしか見れないわけですね、一般町民が自由に出入りすることもは

ばかれますし、やはり、そういったお米の利用活用につきましても、本当に与謝野町の農家の

方々のお米が、そこで十分対応できておるというのであれば、また、広い意味での公の施設とい
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うようなことも解釈もできると思うんですが、本当に以前にも申し上げましたけども、言うなれ

ば、ある程度、期限を切られて、いわゆる独立して、歩を歩んでいただくというような指導とい

うんですか、そういったことも当然、なされるべきじゃないかと、私は、このように思うわけで

す。いろんな設備機器類が投資されておられて、７年、１０年というような耐用年数、そんなも

んだと思います、一般的な機械はね。そうしますと、いつまでも、これが傷んだ、これが傷んだ

と、多額な大きな機械は行政の施設のもんですから、行政にというような負担が、また、今後も

当然、出てくると思うんですが、こういったことが果たして、本当に町民の、いわゆる財政が、

これからどんどん厳しくなってくる環境下におきまして、本当に、そういったような形のことで、

ほっといてもいいんではないかというように、私は基本的には思っておるんですが、その辺のお

考えを、副町長、お聞かせいただいたらと、このように思います。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） ほかにも町の施設がございます。その中の一つという捉え方でございますし、ま

た、与謝野町の産業の、大きな基幹産業である農業の中でも、お米を利用した加工施設というこ

とでございますので、今の形が一定、解消されるまでの間といいますか、指定をお願いして、そ

こに、言われるように、そのものは町の施設でございますので、やはり運営がうまくいくように、

まだ、頑張っておられる、そういう途上ですので、そういう時期が来るかもわかりませんけれど

も、今の段階では、そうしたものを、施設整備をしていくということについては、一定の指定管

理者制度の中で、ルールにのっとった形で今のところ、そういう形で進めさせていただいておる

というふうに理解をしておりますし、そのようにご理解がいただけたらというふうに思います。 

議  長（赤松孝一） 小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） 今、町長のお考えを聞かせてもらったんですが、非常に、そういう温情的な形の

ことが果たしていいのかと、このように私は非常に厳しい見方をしておるんですが、町の、いわ

ゆる名目というんですか、ちょっと思い出せませんけども、基金も貸し付けをなさっておられて、

それ自体もなかなか町の財政、いわゆる返済ということも非常に少額であると、年間、何ぼとか

いう、非常に金額は少ないですわな、こういうような形の、言うなれば事業形態のところに、町

の施設だからという形のことで、果たして次から次というような形のことで、私はいいんかなと

いうように思っておるんです。非常にこれは、言うなれば一つの民間の会社として、やはり独立

してもらう、自立してもらう、そういったことに、やはり一つのある程度の期限を切られて、そ

ういうような取り組みをなされるべきじゃないかなと、このように思っておるわけでございます。

その辺は、その程度に置かせていただきます。 

それから、商工観光課の所管のことで、産業建設委員会の資料をちょっと見させていただきま

して、ちょっとお尋ねするんですが、民間地域活用支援事業ということで、町内に点在している

民間の空き物件や中古家屋、それから、遊休土地について、有効活用を図るというような目的の

事業概要が予算化されていただいておるんですが、こういった中古家屋でありますとか、遊休土

地の、いわゆるデータ的なものは、もう集計というんですか、そういった形はできておるのか、

お尋ねしたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 長島商工観光課長。 

商工観光課長（長島栄作） お答えします。この事業につきまして、少し説明をさせていただきます。こ
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れにつきましては緊急雇用で、府の制度でございまして、そこで、これらの事業につきましては、

府の補助を受けまして事業所が取り組まれておる事業で、平成２５年度から引き続きの継続で、

平成２６年度の４月、５月、６月までの３カ月間の残り事業ということでございまして、平成

２５年度から、その民間の事業所が、この事業に取り組まれて、雇用をされて、そこで町内にあ

ります施設、空き家でしたり、空き工場などを調査をされて、それを今度また、いろいろな事業

に展開していただくというような事業でございまして、ここが事業を取り組まれているので、デ

ータ的に町が持っているというものではございませんで、この事業所が取り組まれている事業と

いうことでございます。 

議  長（赤松孝一） 小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） そうですか。できるならば、行政側としてもですね、そういった商工観光課の担

当課としましても、いわゆるそういった空き工場であるとか、空き店舗でありますとか、そうい

ったようなある程度の、これも流動的なものですから、変化はあると思いますけども、年に、せ

めて１回ぐらいは、一つの調査、調べられて、その動きというようなことも記録として、データ

としてお持ちいただくのが、次のことにつながることじゃないかと思っておるんですが、その辺

の活動というのは、どういうことですか。 

議  長（赤松孝一） 長島商工観光課長。 

商工観光課長（長島栄作） お答えします。議員さんおっしゃいますとおり、産業振興会議ですとか、商

工会ですとか、それぞれの府の産業立地課などともお話を進めていく中では、その部分、非常に

データ的な部分、重要な部分というふうにも認識をいたしておりまして、その部分の取り組み方

等、非常に議員さんおっしゃいますとおり流動的な部分もたくさんございましたり、民間の、そ

ういう業をしておられる方もございます中で、どういうふうな取り組みといいますか、仕組みが

一番いいのかというあたりを、今、模索をしているところでございまして、空き工場、空き店舗

などが非常に多くなってきてますので、そこら辺の動きを何かしたいというふうには思っており

まして、今、検討はしているところでございますが、なかなか商工会あたりでも、なかなかその

情報がきっちりと把握できないといいますか、できにくいというふうにも聞いておりまして、何

かまた、取り組みを考えていきたいと思っております。 

議  長（赤松孝一） 小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） 商工会のほうも、なかなかそういったことが把握し切っていないというようなお

話だったんですが、まず、ご苦労さんですけども、やっぱり歩いて、いわゆる、そういったこと

をキャッチされるという、その活動がね、私は大事じゃないかと、このように思っております。 

その企業立地推進事業につきましても、ことしも４４万３，０００円ですか、予算化されてお

りますけども、言うなれば前回の１２月議会の一般質問でも谷口議員も申されておられましたし、

私も、こういったことの関連できょうまで幾度か質問もさせていただきましたけれども、いわゆ

る京都府の企業誘致連絡協議会というんですか、そういった中だけのことの情報では、なかなか

そういった個別の企業の情報というのは、まず、入らないと、私は思っています。やはり前回も、

私も、とにかく動く部隊を庁舎内に設けられるべきじゃないかという質問もさせてもらったんで

すが、やはり京都府の、京都市内の企業におきましてもですね、一流企業じゃなくても、財務内

容のしっかりしたところ、あるいは技術的にすぐれたものを持っておられる会社も、いっぱいあ
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ります。そういったところを、いわゆる調査されてですね、その調査されるのは京都産業２１で

あるとか、いろんなところから情報を集めようと思ったら、集めることはできると思うんです、

金融機関を経るとかね、そういった形で、やはり一つの、こういった会社、こういった業種とい

うところに焦点を絞って、やはり何回か、一遍、二遍で快諾できるとは、とても思いませんけど

も、新しい工場を開拓される場合、あるいは、そういった一つの会社の拡大ということについて

の、一つの、ときには与謝野町に、こういう土地がある、こういった空き工場もありますよとい

う、そういったお話を常に伝えることによって、やはり相手だって人間ですから、人ですから、

やっぱりそういった人間の誠意というものについて、意気に感じるという中で、なら次は考えて

みようかというようなところに、私はつながると思っておるんです。 

私もちょっと知り合いが京都のある企業の執行役員をやっておる人がおりまして、せんだって

もお話を聞いておったんですが、いわゆる東北地方の３．１１の震災後、非常に福島県にしても、

岩手県、宮城県、大変な、各自治体が被害をこうむって、いまだに、そういった避難生活をされ

ておられる自治体、方々も多いわけですけれども、東北地方の、いわゆる企業誘致というんです

か、京都市内の会社に、もう来てくれ、来てくれ、来てくれと、どんなもんですなと、いわゆる

真剣に来とんなると、ぜひ、うちへ来てくれという形で、そのチーム、二人か三人のチームを組

んで、そういう中で、初めて次の、今、言われるグローバル化でですね、海外に、いわゆる仕事

場が大きいメーカーなんか出ていってますけども、やはり日本人の感性というんですか、日本人

のものづくりの精神的なものとか、そういったものはやはりよその国に負けないだけの秀でたも

のがあるということも、ダイエー京都の社長も申されておられましたので、やはり日本人のよさ

というものを、やはりこの丹後の若い方々にも、やっぱり十分ＤＮＡとして、あると思いますの

で、そういった熱意で開拓を、すぐすぐ花は開かないと思いますけども、その継続が、私は大事

だと思うんです。やはり個別の企業に、そういったアタックをしていくということが、私は大事

であろうと、このように思っております。以上、次の方々にね、また、お願いをしまして、ひと

つこの町が本当に前に進めることのできるような地域になるような取り組みをお願いしたいと、

このように思っております。 

議  長（赤松孝一） 長島商工観光課長。 

商工観光課長（長島栄作） お答えいたします。本当に議員さんのおっしゃるとおりだというふうに思っ

ておりますし、我々としても一生懸命、取り組んでいきたいというふうに思っております。その

方法について、また、なかなか厳しい状況がございますけれども、取り組んでいきたいと思いま

す。議員さんのご熱意を、また、私も感じさせていただいております。また、今後ともよろしく

お願いいたします。 

議  長（赤松孝一） 小林議員。 

１ １ 番（小林庸夫） 産業振興会議で、どのような、こういった話も出ておるんではないかと思うんで

すけども、あとはやはり行動を起こすかどうかということに尽きると思うんです。ぜひ、頑張っ

てやっていただきたいと、このように思いまして、質問を終わります。 

議  長（赤松孝一） 小林議員の質疑を終わります。 

ここで４５分まで休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時３２分） 
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（再開 午前１０時４５分） 

議  長（赤松孝一） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

質疑はありませんか。 

４番、杉上議員。 

４  番（杉上忠義） それでは、平成２６年度の当初予算の質疑を行います。 

当初予算資料の１ページでございます。一部新規になっておりますけれども、自治組織支援事

業でございます。１，６８６万６，０００円になっておりますけれども、この新たに災害避難所

開設経費の一部を交付しますとなっております。この点につきまして、詳細な答弁を求めたいと

思います。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 杉上議員のご質問にお答えいたします。今、ありましたように、今回、各区に交

付金を、うちのほうから出させていただいておる中で、各区に１万円増額ということでございま

す。これにつきましては、風水害等災害時の各区公民館で待機なり、いろんなことで区長さんを

はじめ区の役員の方にお世話になっております。そういった経費の全額ということではございま

せんけれども、そういったことにお使いいただきたいということで１万円各区に交付金として増

額をさせていただいたというのが、今回のものでございます。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 総務課長の答弁では１万円を限度にするということですね。もし仮の話ですけれ

ども、もう少し大きな災害で多くの役員さんを動員した場合ですね、この場合は、かかった経費

の何％とかいう規約があるんでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 今のところは、そういったことは考えておりません。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） どの災害の規模によっても１万円というのが限度ということでお聞きしておきま

す。この関連で問題があるんですけれども、例えば、私の地元の公民館はかなり古い、算所会館

は耐震強化をしていただいたと、しかし、避難場所は算所公会堂になっているわけですね。全町

的に公民館の耐震度調査が終わっているのかどうか、安全な公民館と、そうでない公民館の判定

がなされているかどうか、お尋ねしておきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。公民館のことですので、私のほうからお答えさせていた

だきたいと思いますけども、以前にも説明させてもらったと思いますけども、公民館につきまし

ては、ほとんどの公民館が耐震化はできてないというふうに考えております。 

最近というんですか、近年に新しく建てられた、例えば、上山田公民館コミセンですとか、そ

うした部分は耐震構造になっておりますけども、ほかの施設については、まだまだ、できていな

いと、ご指摘の算所公会堂というんですか、算所公民館につきましても、できていないというふ

うに思っております。これからの課題であることは考えておりますけれども、その辺も、いろん

な意味で町の公共施設のあり方検討も含めまして考えていかんなん課題であるかなというふうに

思っております。 
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議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） それでは、教育委員会であれですけれども、耐震化の予定はあるんですか、この

公民館の耐震化調査の予定は、今年度やるということは予算に上っておりますか。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。今は全く、まだ、考えておりません。予算化も何もして

おりません。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） ６月にしっかりとした予算を再度、配られると思うんですけども、そのときにや

っぱり順次、耐震化診断をやって、公民館の耐震化強化は、もう急がれるんじゃないかなと思う

んですけども、見解をお尋ねしたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 垣中教育長。 

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。確かに議員、仰せのとおり、各地の公民館につきましては災

害時の避難場所になっております。したがいまして、その避難場所の、地震の場合等が一番なん

ですけれど、その耐震ができてないということにつきましては、避難場所としての資格を失うこ

とになります。その意味につきまして、災害時の避難場所として公民館を利用するという、そう

いう位置づけをするならば、やはり耐震診断、そして、耐震補強をしていく必要があろうかと思

っております。 

これは私ども所管している教育委員会もそうでございますけれど、これは町全体としての防災

の関係の会議等で、やはり検討していただく課題であろうと、そのように思っております。以上

です。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 教育長の答弁にありましたように、町全体の問題として取り組んでいただきたい。

あるいは公共施設のあり方の検討の中でも、ぜひとも公民館につきましても、課題に挙げていた

だきたいというふうに思います。 

２点目でございますけども、予算の参考資料、小中学校の施設の事業でございます。一番地域

の期待が高い加悦中学校の建設につきましてであります。当初予算から２４億円というような数

字も出ておりますけども、何より地元では期待もある反面、今回は、その工事に着手する場合で

すね、説明会をしていただくのと、その工程表を示していただきたいというような要望が強いん

ですけども、教育委員会の見解をお尋ねいたします。 

議  長（赤松孝一） 和田教育次長。 

教育次長（和田 茂） ご質問にお答えします。加悦中学校の改築事業の工程等につきましてのお尋ねで

ございます。この予算をお認めいただきましたら、事業展開としましては、平成２６年度から着

手ということになりますので、もちろん地元の皆さんへの説明会、それから、中学校ですとか、

保育園も近くにありますので、保育園の保護者会への皆さん、これらのところにお話に行って説

明会を、どのように設定するかは、また、相談をさせていただきますけれども、そこで説明会を

開催させていただいて、それからまた、業者が決まりました後にも、もう一度、地元の説明会は

必要かなというふうに、建設課のほうとも調整をさせていただいて、そのような考えでおります。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 



－209－ 

４  番（杉上忠義） 国の補助額が、決定が夏というふうに聞いておりますけども、具体的には、いつ

ごろ確定してですね、確定次第、工事に着手というふうに聞いております。その点についてお尋

ねいたします。 

議  長（赤松孝一） 和田教育次長。 

教育次長（和田 茂） お答えをいたします。国の補助の関係のお尋ねですけれども、これは私ども全く、

いつだというふうなことは予測がつきません。ですから、京都府等に対しては、事業年度の関係

もございますので、できるだけ早くというふうな要望は行っておりますけども、これにつきまし

ては、今おっしゃっていただきましたように、国の内示というものがなければ、全く我々も動く

ことができませんので、その辺の極力、情報収集は、させていただく予定にいたしております。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 国会の関係者の情報ではですね、文科省の内示は、ほかの省庁より遅いと聞いて

おりますけども、事実でしょうか。 

議  長（赤松孝一） 和田教育次長。 

教育次長（和田 茂） お答えをいたします。私も全く国のほうとのつながりがございませんので、わか

りませんけれども、例えばの話です。伊根中学校も平成２５年度から着手をされております。そ

の関係でお尋ねしておりますと、やはり内示が来るのが７月の上旬ぐらいに、伊根中学校の場合

はあったようですけども、これとて全く流動的でわからないということです。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 内示があり次第、工事に着手ということなんで、地元の期待もかなり高まってお

ります。ぜひとも丁寧な説明と説明会を何度もお願いしたいというふうに思います。 

続きまして、産業建設常任委員会で何度も何度も議論しております。しかしながら、多くの町

民の方も知りたいということで、質問したいというふうに思います。先般、一部、読売新聞の報

道によりますと、京都の進路ということで、観光の基盤整備、縦貫道を飛躍の契機にという記事

が出ております。ここで問題になりますのが、北部５市２町の観光客数も出ているんですけども、

高速道路の無料化の２０１０年を除き、２０１２年までの過去５年間、北部５市２町に８２０万

人から８３０万人で観光客は推移していると、ここで問題点はですね、京都府外からの府北部

５市２町に訪れる人が減少傾向で、２００８年の５１８万人から２０１２年には４８０万人にな

ったと、この対応策ですね、どういう対応がなされているかといいますと、縦貫道の全面開通に

よりまして、名古屋など、中京圏などの観光客の増を求めてアピールをしていくという対応がな

されると聞いてますけども、本町の予算を見ますと観光、かなりの予算がついてますけども、こ

の対応策を商工観光課の課長にお尋ねいたします。 

議  長（赤松孝一） 長島商工観光課長。 

商工観光課長（長島栄作） お答えします。確かに減少傾向ということで、議員さんおっしゃるとおりで

ございまして、その中では今、議員さんもご承知のとおり海の京都構想、海の観光を、海の京都

を中心とした京都府が主導的に取り組みが進められておりまして、その中で北部７市町で関係団

体等で取り組みを進めているところでございますし、広域連携の中でも北近畿ですとか、そうい

う部分でも取り組みを進めておりまして、議員さんのお話もありましたように、中京圏といいま

すと、名古屋方面からの、そういうあたりでのＰＲといいますか、その部分でも動きが必要であ
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るというような話も連携している中ではございまして、町のほうとも、町といたしましても、そ

ういった関係機関と連携をとりながら、そちらの方面、また、岡山方面などなど、エリアを広げ

ていく取り組みが、今後も出てくるんだろうというふうに思っておりますので、連携をしながら

取り組んでいきたいというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 関心事になっています、海の京都の当初予算が６５０万円つけてありますけども、

新規でございますけども、この事業の中身ですね、何度も議論になってますけども、もう一度尋

ねておきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 長島商工観光課長。 

商工観光課長（長島栄作） お答えします。海の京都関係の事業につきましては、平成２５年度で与謝野

町マスタープランをつくらせていただきました。その関係を継続して平成２５年度で旅づくり塾、

また、マスタープランの策定につきまして、るる関係者、関係団体等と協議を進めながら取り組

んでまいりました。この中では非常に当町に弱い観光面、それを民間の方々、実際のプレーヤー

等をお世話になりまして、取り組んできておりまして、人づくりが徐々にできているかなという

ふうに思っておりまして、この点につきまして、途切れることなく平成２６年度も引き続き取り

組んでいきたいというふうに思っておりまして、年度当初から事業を盛り込んでいるところでご

ざいます。 

引き続きまして、観光部門の専門的な方々をお招きをしたり、いろいろなまた、プロジェクト

チーム、また、ワーキングショップ等を行いまして、それぞれの方々の理解を深め、レベルを上

げながらまちづくりを観光につなげていくというようなあたりでの、与謝野町らしい取り組みを

進める中で、ほかの先進地事例を交えながら、与謝野町に合ったまちづくり観光のための取り組

みを進めていきたいということで予定をしているものでございます。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 今、商工観光課長の答弁にございました、海の京都のマスタープランを実行する

ために、プロジェクトチームの編成をしていくということなんですけども、今現在、何チームで

きて、どういう方向で動いているのでしょうか。お尋ねしておきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 長島商工観光課長。 

商工観光課長（長島栄作） マスタープランができまして、その後、第一ステージから第二ステージに移

っております。この中では今、三つのワーキングチームといいますか、分かれになっていると思

いますけども、今、徐々に進み出しているというところでございます。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 続きまして、予算資料の５ページにですね、地方債の残高で町の借金と町の貯金

を上げてあります。一部報道によりますと本会議でも何度も取り上げられておりますけども、本

町も合併して８年でございます。報道によりますと市町村合併の副作用に苦しむというような表

現が多く使われるんですけども、これは合併促進剤の副作用が出てくると、この４月以降、急増

するんではないかというような報道もございます。本町におきましても、しっかりとした予算で

対応策がなされていると、私は思うんですけども、企画財政課長の見解といいますか、町民が安

心する答弁をお願いしたいと思いますけど。 
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議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。合併して当町は丸８年、しかし、もっと早い合併市町村

では、もう既に１０年が到来をするというところで、お隣の京丹後市さんも、もうその時期に入

ってきているということでございます。そういう中で、議員、言われますように財政問題は非常

に大きな課題を抱えております。当町といたしましては、行政改革大綱の中で今後どのような行

財政運営を図っていくのかというところをお示しをして、それを実行していきたいというところ

を出してきております。 

私ども行政だけでは、これはかなわないというふうに思っておりまして、住民の皆さんも、そ

のことを十分ご理解をいただいて、一緒に、この難しい局面を乗り越えていかなければならない

というふうに考えているところでございます。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 予算案が公表されて、例えば住民一人当たりの町の借金が１３７万１，０００円、

貯金が１９万５，０００円と、こう単純に見てしまうとですね、物すごい心配されると思うんで

す。こういうところの改善策をですね、企画財政課としては持っておられると思うんですけども、

ここで、その対応策をお尋ねしておきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。当初予算資料の５ページに、町の抱える借金、それから、

町の有しております基金の貯金の額をお示しをしております。この町の、まず、借金のほうにつ

きましては、平成２４年、平成２５年、平成２６年度見込みと、ここ３年間を、ここには表示さ

せていただいておりますけれども、一般会計、特別会計、そして、その計を見ていただきまして、

住民一人当たりの額の推移をごらんをいただきたいと思いますけども、借金につきましては、ト

ータルとしては減らしてきているというふうに思っております。この数字を見ていただきました

ら、その傾向にあるというふうに思っております。 

それから、貯金のほうにつきましては、平成２４年、平成２５年、平成２６年と同じく書いて

おりますけれども、平成２５年度の分が、まだ、３月の補正までを反映しておりますけれども、

この決算を反映できていないということですし、平成２６年度も、まだ、当初予算だけを反映し

ているということですので、まだ、当然、決算を反映しておりません。傾向としては、町の貯金

としては、この表では、今、申し上げました事情から貯金が減っているというふうに見て取れる

わけですけれども、現実としては、ふやしてきていると、貯金は増加傾向にあるというところで

すので、このまま見ていただきますと、ちょっと事情が変わってございます。そこで今後、この

地方債、町の借金と基金、町の貯金については、これはもう町の今後の財政運営をしていく上で

はキーとなる部分でございますので、これらを十分考えながら今後の行財政執行を考えていかな

ければならないというふうに思っているところでございます。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 一部報道によりますと合併促進剤を飲んだと書いてありますけども、それに苦し

む自治体がですね、２４１か、連絡協議会を設立したとありますけれども、本町も加盟されてい

ると思うんですけれども、加盟しているわけですね。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 
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企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。今、議員がご質問していただいている趣旨は、合併に飴

がございました。その飴が、もう切れつつあるという中で、合併市町村が非常に苦しんでいると

いうことから、全国的な動きとして合併した市町が国に対して、その窮状を訴えて、何とか地方、

疲弊しないように考えてほしいということで、全国レベルでの合併市町の協議会ができておりま

すが、これは合併して市になったところを中心に協議会をつくられて、国に働きかけをしていた

だいているというところで、町は参加しておりません。したがいまして、与謝野町は参加してお

りませんけれども、側面的に町村会等も、その協議会の支援をしていただいて、できるだけ合併

市町村に対する優遇措置をとっていただけるように、今、働きかけをさせていただいているとい

うことでございます。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員。 

４  番（杉上忠義） 今、答弁にありましたように、横の連携をですね、町村会等々とっていただきま

して、難しい財政運営の措置だと思います。ぜひとも、いい知恵を出してですね、町民ともども

頑張っていただきたいということを求めまして、１回目の質問を終わります。 

議  長（赤松孝一） 杉上議員の質疑を終わります。 

他に質疑はありませんか。 

１３番、井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） それでは、平成２６年度の予算で、少しお尋ねしたいと思います。 

まず、最初に太田町長にお尋ねするんですが、この平成２６年度の予算の編成方針ですね、こ

の中で、太田町長は平成２５年、平成２６年、平成２７年度、５％カットを目標として、経常経

費の、ということで強く指示を出されておるわけですね。ところが、経常経費にしても０．７％

ですか、こういう予算が、提案されておると、これが骨格予算ですね。あと６月で本予算になる

のかどうかわかりませんけども、それはわからんとして、現時点で、その５％カットの目標が、

これからいくと、大体達成できそうだなと、できるのかなということですね。その辺についての

一応、見込みというのか、見通しというのか、この予算を提出されるに当たり、そういうことも

加味をされて提案されておるのかどうかだけ、お尋ねしておきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） ５％カットといいましても、金額的には非常に少ないといいますか、カットいた

しましてもわずかな金額でしかならないわけですけれども、考え方として町もですし、住民の皆

さんも、先ほど課長が言いましたように、こういう厳しいところを乗り越えていく一番正念場の

時期ではないかなと思いますので、そうした中で職員もですし、一般の皆さん、住民の方たちも、

そういう危機感を持ってお世話になりたいという、そういう思いもあって５％カットをやらせて

いただきました。やはり、もう行政しかできないこと、ある程度、住民の皆さんにご辛抱いただ

くことによって、そうしたものも節約していく、また、今後においても非常に財政が苦しくなっ

てきますと、今、予定しております、そうしたいろんなものも先送りをして行かざるを得ないこ

ともあろうかと思いますけれども、できるだけ、そうしたことのないように、先の見通しを持っ

た中での予算編成を一応させていただいたつもりでございます。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 去年も５％カットの目標でやられて、なかなかできなかったということですね。
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企画財政課長にお尋ねするんですけども、今回の当初予算で総予算、もう既に１．５％上がって

おるわけですね、一般会計、それから、特別会計含めて０％という格好で、当初、目標にしてお

る経常経費を落としていくのか、それとも結局、総予算がどんどんふえて、その中で５％の、現

町長の目標とする経常経費５％ということが達成されるのかなというふうに思うんですけれども、

いわゆる最終的にですね、今、１．５％増の予算を提案されておるんですけれども、どれぐらい

の予算規模になると、平成２６年度の予算規模は、どれくらいになるのかという予測をされてお

るのか、計画をされておるのか、お尋ねいたします。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。現在、提案させていただいております一般会計の予算は

１１１億５，５００万円でございまして、これは骨格予算ということでございますので、投資的

な経費はできるだけ計上せずに、そういった額になってございます。昨年の当初予算が１０９億

９，１００万円でございましたので、この時点で１億６，４００万円の増と、率にして１．５％

の増ということになってございます。この分析の一つといたしまして、この骨格予算には加悦中

学校の非常に大きな事業費、約５億３，４００万円を計上いたしております。これは毎年、ずっ

と続く予算ではなくて、投資的な経費でございますので、まず、この予算５億３，４００万円を

当初予算の総額から差し引きますと、今、１．５％の増になっていますのが、３．４％の減とい

うことに、昨年比なるということでございます。 

しかしながら、そうでありましても５％をまだ、切れていないということでございますし、骨

格予算ですので６月に肉づけを行う予算を伴うことになろうかと思っております。しかしながら、

これにつきましては、一定、見込みを立てて予算編成を進めてきておりますけれども、次期町長

選挙がございますので、新しい町長のもとで、もう少し練り直しをすることになってこようかと

思いますので、どういった６月補正予算の見込みになるかは、今、申し上げることが、残念なが

らできませんけれども、確実に、この当初予算の額から投資的経費が上積みされてくるというこ

とですので、予算編成方針でうたわせていただいております予算総額の５％カットというのは、

数字だけ見ましたらなかなか、これは難しいと言わざるを得ないという状況でございます。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 平成２５年度も、結局５％カットということで、いろんなところで住民の皆さん

というのか、その補助金、町の下部団体というのか、団体の補助金等も５％カットする中で結果

として５％カットはできなかったと、総トータルでということです。あとは今、課長、言われた

ように結局、新しい町長のもとでしっかりとやっていただきたいと思いますけれども、やはり一

応、本当に、このまま、先ほどの杉上議員の質問も含めて、心配されておる方もいっぱいあるわ

けですね。その辺をしっかりやっていただきたいと、今、町長候補者、３人おいでますので、し

っかりとお願いをしておきたいなというふうに思います。 

あと細かい質問に入らせていただきます。消防団の件ですけれども、２３５ページ、予算書の

２３５ページに非常消防の予算がありますね。この間というのか、正月明けに新聞に消防団の装

備を２６年ぶりに一新するということで、でかでかと報道されておりました。それで、ここでち

ょっとお尋ねするんですけれども、私も研究不足で申しわけないんですけれども、救助資材搭載

型の消防車、救助の資材搭載型の消防車というのは、今、我が町には何台おるんでしょうか。 
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議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 井田議員のご質問にお答えいたします。今、消防車両につきましては、国の国庫

の補助が関係が変わってまいりました。いわゆるもう、昨今、ご承知のとおり消防団の役割とい

うのがだんだんだんだん重くなってきております。といいますのは、いわゆる救助の面まで役割

を担わせてきているというのが実態でございます。そうした中で、もう補助金をいただくために

は、いわゆる心臓のマッサージ器だとか、そういったものを積載したものを補助対象とするよう

になってきております。 

そうした中で、うちの町には１台それを、昨年、入れたのを配備をいたしております。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 今後、ふやしていっていかなければならないんかなというふうに思いますが、そ

れと同じ、今度の２６年ぶりの改革の中で、いわゆる基本的には消防署員と、いわゆる常備消防

と非常備消防と、あまり差がないようにするというのが、一つの、先ほど課長の言われた、いろ

んなところに対応していただけるのではないかと、そこで、安全靴なんですね、ここに書いてあ

りますのは、危険物を踏み抜かないよう、底のかたい安全靴を貸与するというのも出ておるわけ

ですね。これについては、これ早いほうがいいし、国のほうも予算を何ぼかつけてくると思うん

ですけれども、これについての計画は、どうなっていますか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 井田議員のご質問にお答えいたします。いうたら常備消防は短靴の短いやつの、

いわゆる中に強いものが入ったりすることだと思います。我が消防団につきましては、そういっ

たものは、まだ、配備はしておりません。今、言われますように、国では、そういうことをどん

どん打ち出してきております。これの詳細、それから、補助金をやるとか、そんなことはまだ、

一切、方針のレベルで、交付税で何だかんだと言うておりますけども、まだ、打ち出した中で、

まだ、そういった詳細はわかっておりません。もう何度も申し上げますけども、防災、消防に限

らず一部、国ではどんどんどんどん推し進めております。自治体には、どこまで、そういったも

のが、説明はまだまだ、来ておりません。文言であるだけでございます。 

もう１点は、ならば今、議員もおっしゃったように、財政はどうしていくんだと、こう兼ね合

いは当然、出てくる中であります。そういったことも含めて、今後の検討となるように考えてお

ります。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） その他、たくさんの救命胴衣やとか、ＡＥＤだとか、タブレットの端末、投光器、

エンジンカッターとかいうような、いろいろなものがあるわけですね。国のほうは、一応、予算

的には２０１３年、２０１４年、両年度で計３３億７，０００万円というような格好で一応、出

ておるわけですね。そこで今の交付税のことで、ちょっと念押しをしておくんですけれども、い

わゆる基準財政需要額の見直し等が出るのか、それとも交付税の、その分だけの上乗せになるの

か、その辺のところは企画財政課長のほうが詳しければ、企画財政課長でも結構ですが、それで、

この間、過日、消防団員の退職手当の増額がありましたわね。それについても、いわゆる交付税

算入、いわゆる基準財政需要額か交付税算入か、どちらでも結構ですけれども、交付税算入に結

果的には入るわけですから、そういう格好の手当というのは、国のほうからなされておったのか、
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なされてなかったのか、ちょっとわかればお願いいたします。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） 平成２６年度の消防防災に関する普通地方交付税の措置の状況がどういう見

込みかというようなご質問と受けとめてよろしいんでしょうか。 

一応、情報として聞いておりますのは、２月ごろに文書が参っておりまして、この内容により

ますと、消防、防災の普通交付税額が引き上げられるということがございます。これにつきまし

ては最終的に、ことしの７月に、また、細かな資料が来て算定していくことになりますので、変

わることにはなろうかと思いますけれども、いわゆる消防、防災に係ります単位費用が引き上げ

られるというふうに見ておりますので、その見込みとしては、大体３．７％ぐらいの伸び率にな

るのかなということから、単純に計算をいたしまして、約１，６００万円程度は、交付税そのも

のが消防、防災の費目で引き上げられるということになろうかなというふうには思っております

ので、これは非常にありがたいこととして受けとめをさせていただいております。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 交付税の増額というのを期待しながら、やはり今、先ほどから出ております消防

団の方々も、いろいろと危険な場所に行ってもらわなければならないと、安全靴等については、

支給される場合に、そういうことを言うたら叱られるかもわからんのですけども、消防団のトッ

プの方よりも、現場に走っていただく方、その方々を優先に安全靴等、支給というのか、貸与を

されるようなことをされるのがいいんやないかなというふうにちらっと思いますので、その辺の

ところも頭に置いていただけたらありがたいなというふうに思います。消防団と調整していただ

けたらありがたいなというふうに思います。 

次に、同じ防災関係ですけれども、住宅用の火災警報器ですね、この間、消防署のお知らせ版

がありました。宮津市が８２％、設置率、伊根町が９９．８％、与謝野町が、なぜか７７．１％

と低いんですね。これには、いわゆる与謝野町の中でも、いわゆる区の取り組みだとか、いろい

ろなことはあっておるんですけれども、いろいろとＫＹＴのほうの文字放送とか、いろいろ流し

ていただいておるんですが、この与謝野町の内容を見るとですね、与謝が８４．８％、桑飼が

８７．１％と、与謝と桑飼がかなり高くて、あとがちょっと低いところもあるんですけれども、

これ与謝と桑飼が、なぜ高いのかというようなことを研究された経過がありますか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 井田議員のご質問でございます。当初、各区ではないですけども、区におかれま

しては、補助金といいますか、助成金を出したり、そういったことをされていた区もあると思っ

ております。そういった絡みもあるかなというふうに考えております。詳細に調査はいたしてお

りませんけども、そういった支援の問題で、差が出てきているのではないかなというふうに考え

ております。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 与謝野町の、宮津市、伊根町に比べて伊根町は別格で、町のほうでもされたよう

ですけれども、与謝野町が宮津市と比べて、かなり少ないというのは、どういうように理解され

ておられますか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 
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総務課長（奥野 稔） これにつきましても、ちょっと申しわけないんですけれども、いわゆる宮津市が

公的補助をしたかどうかというをちょっと承知いたしておりません。これはつけていただくとい

うことは、いろんな広報媒体を通じてお願いをいたしております。あと、私どものほうといたし

ましては、つけていただくように継続的に、しつこくお願いしていくということかと思っており

ます。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） これも以前はね、いわゆる自主的にというような格好でした。その時分に区のほ

うでつけられたこともあったですけども、今は、もう一応、規制されておるわけですね、つけな

さいという格好でね、ただ、罰則規定がないんですね。私自身は罰則よりも、やっぱり自分の家

を守るためにつけるんだから、これはもう期限が、どうのこうのというんではなしに、早くつけ

られたほうがいいですよということをやっていただくのが、本来の筋違いますかということを従

来から言い続けておるわけですけれども、過日、消防署でちょっと調べましたら、いわゆる与謝

野町の中でも、いわゆる煙感知で鍋が、空だきによる発煙のみで火災に至らなかったとか、それ

から、布団が焼けておったけれども、早いこと気がついて布団を外に出して大きな火災にならな

かったとかいうのが４件もあるんですね、与謝野町の中で、やっぱり、こういうことを宮津市を

含めると結構、宮津市も３件あるんですね。だから、これで助かっておるお家というのか、また、

消防団の世話にならずに済んだというのがあるわけですね。やはり、このことをしっかりと広報

していただいて、やっぱり一つでも不幸が少なくなるような、そういうことをするべきではない

かなというふうに、文字放送で流すとか、これで言うておったんでは、なかなかあれで、消防団

の方々も、そういうあれを調査していただいたりしておるわけですけれども、そういうことを、

いま一度、しっかりとやっていただきたいなと思うんですけれども、担当課長の答弁はいかがで

しょうか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） ただいま井田議員がおっしゃったことは、そのとおりだと思います。ちょっと誤

解がないように申し上げておきますけども、消防署、それから、与謝野町の消防団の活動の中で、

それから広報紙を通じて消防団もチラシを各戸に配布したり、そういったご協力をいただいてお

ります。その紙面については、できるだけ効果的な紙面の内容にして、引き続き取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 次に、宮津与謝環境組合の件でお尋ねいたします。１５２ページに、この負担金

が出ておるんですね。環境調査が、今、春の分が終わるんやないかなと思うんですけれども、今、

まだ、冬の調査ですか、今やっておるのは、春の調査に入っているのかどうか、春の調査は、い

つごろ大体、環境調査、目鼻がつくのか、お尋ねいたします。 

議  長（赤松孝一） 朝倉住民環境課長。 

住民環境課長（朝倉 進） お答えいたします。春の調査を３月、４月、５月ということになっておると

いうふうに思っておりますけども、特に春の調査で４月にならないと咲かない花ですか、植物等

がありますので、４月にずれ込むというふうなお話を伺っております。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 
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１ ３ 番（井田義之） 環境調査が終われば、地元との、いろんな話し合いをされるんだろうと思うんで

すけれども、その処理方法の問題ですね、前に、ちょっと私、今、私の覚えであれなんですけど

も、副町長のほうから、一応、処理方法については、平成２５年度中にというような答弁があっ

たと思うんですけれども、処理方法というのがある程度、決まったのかどうか。といいますは、

地元に説明されたり、お願いに行かれるときには、必ず環境調査の報告と処理方法、こういう処

理方法でお願いしますというのが一体のもんだと思うんですけれども、処理方法については、今、

どういう状態で協議をされておるのか、お尋ねいたします。 

議  長（赤松孝一） 堀口副町長。 

副 町 長（堀口卓也） 広域ごみ処理施設のごみ処理方式でございます。この議会で、私もお答えいたし

ましたが、京都大学の先生ほか、学者の方と、それから１市２町の副市長、副町長でもって処理

方式の検討委員会を構成しております。この間、３回にわたって検討委員会を開催してまいりま

した。まだ、最終の結論には達しておりませんし、大学の先生方も春は非常にお忙しい時期であ

りますので、３月３１日までには結論が、ちょっと難しいかもしれないという今、状況でござい

ます。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 先ほど言いましたように、環境の調査が５月いっぱいかかるなら５月いっぱいか

かってということに、それは季節の問題なので仕方ないと思うんですけれども、いわゆる処理方

式については、やはり早いこと決めていただいて、というのは、宮津の処理場というのが、もう

１０何年延びてきておるわけですね。だから、１０年ほど延びてきておるんですか、あれ平成

１７年まででしたか、平成１７年までだったと思います、当初は。多分１０年ほど延びきておる

と思います。そやから、早いことこっち側に移れるような体制を、平成３０年が目標だったと思

うんですけれども、ちょっとでも早くということを、私も言い続けてきたわけですけれども、そ

ういう意味では早く処理方式を決定されるのがいいんやないかなというふうに思います。 

それから、あと１点、用地の話、１ヘクタールから１．５ヘクタールぐらいというふうに聞い

たと思うんですけれども、その中で、私は、海抜の問題ですね、処理方法の、建屋の、できるだ

け高いところにということで、言っておったわけですけれども、お願いもしておったわけですけ

れども、今、ほんなら処理方式が決まらなければ、その敷地の地籍図、用地の測量とか、それか

ら、ここの場所に建てるというようなことは、まだ、全然決まってないということでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 朝倉住民環境課長。 

住民環境課長（朝倉 進） 井田議員のご質問にお答えいたします。用地等の関係は、今、並行して用地

測量ですとかをさせていただいておりますので、今のところの予定として、お答えをさせていた

だきます。今のところの予定では、海抜は１１メートルから１２メートルということで、今のと

ころは計画をさせていただいております。 

議員ご指摘の点は、前回も、いつでしたかご質問をいただきました。津波の関係の心配という

ふうなことをおっしゃっていたというふうに思っております中で、いわゆる津波による浸水想定

区域の関係でございます。この想定区域は京都府が指定をされる区域ということでありますけれ

ども、現在、その区域につきましては、定められておりませんし、今後も、今のところ指定をす

るという予定が京都府のほうではないということをお伺いしています。 
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それで、こうした中で宮津市のほうで、どういうふうな計画をされているのかなということで、

問い合わせをさせていただいております。そのお話によりますと、地震ですとか津波の災害に備

えての避難マニュアルというものをつくっておられて、津波から逃れるための避難高台というふ

うなことをお考えのようで、この避難高台は地盤の高さが海抜１０メートル以上の箇所を選定さ

れておると、それが市内で８２カ所あるというふうなことの中で、今現在の、この新ごみ処理施

設が、先ほど申し上げましたように１１メートルから１２メートルですので、そういった形の中

で今のところは浸水、津波ですね、津波の被害は考えなくてもいいだろうというふうなことのよ

うでございます。 

議  長（赤松孝一） 井田議員。 

１ ３ 番（井田義之） 今は用地測量やら、いろいろとされておるということで、１．５ヘクタールにな

るのか、１ヘクタールになるのか、コンマ５ヘクタール違えば大きく違うわけですね、絵を描く

のが。だから、それがはっきりしてからだろうと思うんですけれども、私が言っておりますのは

津波のこともですけれども、最近、ゲリラ豪雨が多いわけですね。そやから、山の裾ですので、

いわゆるそういうときにも、できるだけ高い位置に施設をつくられて、それで緑地地帯みたいな

ものは低いところでもいいん違うかなということを、ずっと申し上げてきておるということを最

後に言って、１回目の質問を終わります。 

議  長（赤松孝一） 井田議員の質疑を終わります。 

質疑はありませんか。 

７番、伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） それでは、私は一般会計当初予算に対する質疑ということで、初めに防災対策、

いわゆる予算書の２３４ページほどから始まる関連で質問したいと思っています。ご承知のよう

に阪神淡路大震災が１９９５年に起こって、かなりたつわけですが、その間、ご存じのように鳥

取や新潟などの災害、震災、こういう経過も経まして３年前に東日本大震災と、こういうことで、

かなり防災に対するマニュアルといいますか、対応策の変化があると、ここには気象の変動の問

題ですね、地球温暖化から始まる気象の変動や、いわゆる地球自体の地殻の変動といいますか、

変化が起きているという学説も、かなり濃厚に出ておりまして、そういう中で従来の考え方とい

いますか、防災の考え方の域を大きく飛び出るといいますか、脱皮するような対応策が求められ

るようになってきたということです。 

そういう中でですね、まず、初めにお伺いしたいのは、別にいろんな教訓等々も情報としてお

聞きになっていると思うんですけれども、本町としては、新年度、もしくは、この数年ですね、

どういうことを力点にやっていこうと、また、やってきたかという点を、そのことも含めてです

ね、お尋ねしておきたいと思っています。概要で結構です。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 伊藤議員のご質問にお答えいたします。最近、特に新町になってから、災害対策

でどのようなことをしてきたかということだというふうに思っております。当町におきましても

旧加悦町で、ああいった悲惨な大災害が起こりました。そうした中で、まず、１点は、やはり備

蓄の関係のやっぱり整備、強化、これをやってまいりました。それから、あとはやっぱり何と申

しましても地域防災計画の大幅な見直しということ、これは大きな問題だと思います。この中で、
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何を今、一番問題になっているかといいますと、やはり原子力対策と、それから大規模災害への

対応といったことだと思っております。そうした中で、それらに対応できるようにということで

意識も、それから、対策も、そういった視点で見直さなければならないということが一番大きな

ことではないかというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今、答弁にもありましたように、非常に大きな変化を受けた対応で、特徴的な点

が述べられたと思っているんですが、それは私も問題意識を持っている、ずっとこの間、取り上

げてきました、原発にかかわる対応の問題ですね。これは非常に抜け道がないというか、出口が

ないというか、そういう際限なく不毛なと言うたら失礼だけども、いうなら決定的な防災対策に

はならないというところの限界を持っているというふうに思っています。そもそも原発そのもの

が、そういう施設ですので、そのことからの脱却というのは非常に、ゼロにしなければ解決しな

いということは明確になってきていると思っています。 

次にですね、先ほどの答弁の中にかかわって、私は１点目の質問はですね、そのもとで、いわ

ゆる行政側の体制の問題について、お伺いしたいと思っています。この間、私ちょっと問題意識

を持っているのは、災害に対する防災体制ですね、行政側が、どういう状況なのかという点で、

京都府下の関係で少し述べておきたいと思うんですが、まず、この間、１０年ぐらいのスパンで

考えたらいいと思うんですけども、京都府の出先機関の統廃合が起こりました。それから、要約

して言いますから、いろんな不備があると思いますけども、それから、市町村の押しつけ合併が

府下でもかなり起きました。この結果、総じて全体で職員数が、何と４，２００人、

４，２００人の職員が減らされました。その結果、もう一つの側面は、河川改修の予算が、私、

２３号台風のときも町会でも述べましたが、河川改修の予算がじわじわじわじわと減りながら、

これは道路の、高速道に予算がついている関係だと思いますが、そういう反動で河川改修の予算

が削られたんですが、またまた、ここへ来て減りました。この要因がですね、こうした状況を踏

まえて、さきの１８号台風では、ご存じのように、新聞報道でも出ましたが、そこでも指摘され

ていますけれども、いわゆる行政対応も含めた対応がおくれて、甚大な被害になってしまったと、

この点であります。 

もちろん、全てが行政の責任だとは言いません。しかし、規模が今、変化してきているという

ことはありますが、しかし、ここは行政側からすれば、京都府や市町村がですね、どういう行政

対応をしたのかということが問われてくる問題ですね。これは予測の問題でない。この町だって

起こり得るということだと思いますが、そこで本町の場合、合併前と合併後の現在、比較して、

職員数は何人減ったのか、まず、教えてください。概数でいいですよ。 

議  長（赤松孝一） 堀口副町長。 

副 町 長（堀口卓也） 合併をいたしました平成１８年、この合併時点で、出先も含めまして町職員

３２０名でございます。それが平成２５年度の頭では２６５名ということですので、この間、

５５名、職員を減らしております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） ５５名、職員が減ったと、もちろんいろいろと非正規のといいますか、臨時の方

もおいでると思うので、若干そういうだごへごはあると思うんですけども、私が気になったのは、
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この体制で、本当に今、求められている防災事情ですね、防災背景に対応できるのかどうかとい

うことです。冒頭に言いましたように異質な、異常な災害が今、我々の周辺に起ころう、また、

起こる可能性が出てきているわけでありますから、この点では担当課長としては、どのようにお

考えか、お聞かせください。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 伊藤議員のご質問にお答えいたします。今、自治体の職員が全国的に減っており

ます。これは今おっしゃいましたように、災害対策のみならず、大きな課題になっております。

職員数は減っております。だから、これから、どのような体制をつくっていくかということにつ

きましては、そこで、やはり各住民の皆さん、各区、そういった協力体制をとっていくシステム

を構築していくことが、これからの課題ではないかというふうにいうふうに思っております。 

確かに職員は災害時、第一線で、いわゆる初動のときに動いていくものでございます。だから、

人数が多ければ多いほど、それだけ災害対応が円滑にできるということがございますけども、こ

れは現実を受けとめながら、今後は、そういった体制をつくっていくということが大事であると

いうふうに、私は考えております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今おっしゃったようにね、住民の協力体制は不可欠だということは、以前からも、

そういう認識でした。私どもは、ちょっとさかのぼった言い方ですが、地域の協議会をつくって、

協働で自覚的に、やっぱり対応できるような組織づくりをやろうということを言ってたわけです

ね。改めて、そのことがですね、もう直前になっているということです。私はあまりね、金がな

いから、やらんなんとかね、国がちゃんと金をくれないから、やらなければならないとかいうん

でなく、そういう消極的でなくて、町長自身がおっしゃったようにね、この８年間というメッセ

ージの中で、いわゆる自治を、どうつくってきたかということをおっしゃいました。私は大事な

角度は、そこの角度だということで、私どもはやってきたつもりだったんですけども、残念なが

ら地域協議会は、総合計画から外されるということになりました。しかし、中身をね、しっかり

つくってほしいというふうに思っています。これは、これぐらいにしておきます。 

戻りまして、今、もう一つの側面はね、私は地域が崩壊している、ちょっとひどい言い方です

けども、高齢化と過疎化でね、従来の住民自治組織は非常に困難になっています。ここが非常に

大きな要因だと思うんですね。だから、強いて言うと、こじつけ的な言い方になるかもしれませ

んが、野田川庁舎の問題をめぐって野田川地域の区長会の皆さんが、あれを全部なくすのは困る

という意味も、きっとそういうことが反映してたんじゃないかなと、意識の中にというふうに私

は理解しています。 

ともかく、そういうふうに考えているんですが、理事者のほうの、この点での、課長、認識を、

まず、地域の崩壊の問題ですよ、お伺いしておきたいと思います。住民協力との関係でですよ、

あなた、課長。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 今、地域の崩壊のお話をされました。確かに少子高齢化が進む社会の中におきま

して、それから、だんだんだんだん人とのコミュニケーションが薄れていっているということは、

もう皆さん、承知をされていることだと思います。確かに、私が住んでいるところにおきまして
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も、高齢者が多い中で、災害時にかかわらず、どのようにしていったらいいだろうなというのが

課題になっております。先日もありまして、要配慮者の援護の関係で、私、加悦区に住んでいる

ものですから、加悦区は加悦区で、加悦区プランをつくっていこうというふうなことも出ており

ました。そうした中でも、そういったもの一つ一つに、みんなでチャレンジをしていくというこ

とから、やはり再構築をしていく道ではないかというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 今、もうちょっと踏み込んだ答弁がほしいなと思ったんですけど、その前に課長

は住民の協力体制が非常に大事だということをおっしゃいました。しかし、地域は、本当に深刻

な、地域によってはですよ、集落維持ができないような事態に立たされているわけですから、こ

こには矛盾があるんですね。これを、どう埋めるかということは課題だと思いますね。これは非

常に大きな問題で、災害だけじゃなくて、まちづくりの上でも非常に決定的な要因を持つんじゃ

ないかというふうに思います。これは、これほどにしておきます。 

次に、公民館の問題やいろいろな問題は前に議員がおっしゃったので、それは飛ばします。 

次に、私は消防団の体制の構成についてお伺いしておきたいと思っています。現在、消防団員

のうち何人、何％の人が町の職員なのか、伺いたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 伊藤議員のご質問にお答えします。今、３６３名ぐらい団員が、時点でわかりま

せんけど、おります。そのうちの大体４４人が、町の職員が団員としております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） １割以上が町の職員が占めていると、私ね、この事態は、いろいろな災害に関す

るレポート等々を読んでますと、いうたら庁舎でやらねばならない仕事、災害時の緊急対応をせ

なあかんこと、たくさんありますよ。この部隊の中で、今、おっしゃったのは４４名の方が現地

で対応せざるを得ない、これ、せざるを得ん状況はあるんですよ、このことはいろんな報告を読

んでますとね、もう大変なことになってくると、コントロールが本当にちゃんとできるのかとい

うことが、大きな問題になって、それぞれの失敗も、いろんなところで起きていますよね、現場

対応で。このことについては、課長は、どのように認識されているか、お伺いしておきたいと思

います。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 消防団が、職員が消防団に入っております。災害時、今おっしったとおりに、初

動ときに大変困難な状況になります。職員にも伝えておりますのは、まずは、消防団におります

けども、まずは役場の職員として、いわゆる災害対策に当たるということでございます。そうし

た中で、初動から時間がたってまいります。その時点におきましては、それからは、やはり近隣

の市町、そういったものの方の応援を要請していくとか、そういう対応に、考え方、それから体

制を変えていかざるを得ないと、こういうふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） その対応についてはね、消防団の工夫で、あれは野村議員からの一般質問の中で

も、町長の答弁でありましたが、ＯＢさんのね、消防団ＯＢさんの協力とかいうようなことをい

ろいろと努力されているんだなということをお聞きしてたんですけども、私はね、改めて庁舎の
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災害時の、こういう災害時の場合だったら、こういう対応マニュアルが要るというようなこと、

私、共有が要ると思うんですね。されておられるんでしょうかね。こういう災害の場合だったら、

この課については優先的に配置、こういうふうにしなきゃいけないとかいうことはいかがですか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 伊藤議員のご質問にお答えします。それこそ地域防災計画でございます。地域防

災計画には各課の役割を全て決めております。そうした中で、防災訓練に当たりましても、そう

いうことを基本にした動きということでございます。地域防災計画を各課の職員がどこまで習熟

しているかということは、こちらの問題でございます。 

それから、これは防災に関しましては、いろんな課題がございます。いわゆる初動体制の運営

マニュアル、それから、避難所のマニュアル、何でもマニュアル化しているわけですけども、こ

れはみんなが共有をできるようにということでのマニュアルでございます。そういった課題は残

っておるものの、そういった今、言いましたように地域防災計画に職員の各課の役割は定めてお

ります。それをもとに進めていきたいと思っております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） それなりに非常に努力もされているということをお伺いしました。それは、ぜひ

全体ですね、今、課長もおっしゃったように、情勢といいますかね、防災情勢に対する共有でき

る認識をしっかりと勝ちとっていただきたいなというふうに思っています。 

最後に、先ほども答弁の中に出ておりましたが、私も、ことしも去年も出たんですけども、防

災訓練の中でね、いろいろと防災訓練については、私も問題意識も持ってまして、今回、初めて、

前回ですね、去年から私、気づいたんですけども、この要介護者の支援の体制ということでね、

点検項目に入っていました。 

私、ここはね、非常に地域でも、末端の地域でも、そのことは共有できるような、どういうん

ですかね、情報伝達をきちっと行政がすべきだというふうに思っています。これは行政の責任だ

と思っています。地域で勝手にやってくださいと、自覚的にやるもんですというものではないと

思っています。情報の共有は、そうして災害対策に対する対応になっていくわけですから、行政

の主導性というのはね、この問題では非常に大きいもんがあると思っています。 

その点で、課長の見解をお伺いしときたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 伊藤議員のご質問にお答えいたします。ご承知のとおり災害対策基本法が改正さ

れました。何かといいますと、要援護者の名簿、リストについては、災害等に関係する皆さんに

のみ配布をしても構いませんよと、こういうことがございました。それに基づきまして、今年度

も福祉課と協力をいたしまして、災害時の要援護者の各区に名簿をお渡しをいたしました。その

中での訓練をしていただいたというふうに思っております。 

おっしゃるように、何も地域が勝手に自立してやれよということを申し上げているわけではご

ざいません。町は町の、行政の役割を果たしていくのが筋だというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 現場ではね、意識性が、そのことの、役場のほうがおっしゃってる意識が末端に

なかなか届かないんですね。こういう項目が出とるんだと、その担当者が悪いというわけじゃな
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いんですけども、そういうことも丁寧に、こういうふうにして、どういう支えていくかを考えて

ほしいとかね、行政側の協力要請も含めてね、詳細にやっぱり徹底していくと、そのことで対応

がね、やっぱり意識性が変わってくるわけですから、これは、この分野だけでないですよ。ほか

の部分も含めて、そういう丁寧な指導を、協力体制を組んでいってほしいというふうに思ってい

ます。終わります。 

議  長（赤松孝一） 伊藤議員の質疑を終わります。 

それでは、１３時３５分まで休憩します。 

（休憩 午後 ０時０４分） 

（再開 午後 １時３５分） 

議  長（赤松孝一） それでは、休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

質疑を続行します。 

質疑はありませんか。 

１４番、糸井議員。 

１ ４ 番（糸井滿雄） それでは、２、３点、質問をさせていただきます。 

まず、環境問題について少しお尋ねをしておきたいと思います。今回の予算書の中では、天橋

立の世界遺産登録推進事業として、これ主要な事業の一つともなっておるわけですけども、予算

では６０万９，０００円計上がされております。世界遺産登録には、私は欠かせない要件の一つ

として、私は阿蘇海の浄化の一つはですね、私は前提条件の一つではないかなと、このように思

っておるわけです。 

一方、この予算書を見てみますと、阿蘇海の環境づくり事業の中で１７１万４，０００円の予

算計上がされておるわけですけども、この阿蘇海環境づくり事業の中で、浄化に対する予算はで

すね、どのぐらい使えるものか、これ全額１７０万何がしかの予算が、全てこれに充てられるの

かどうか、まずお尋ねしておきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 朝倉住民環境課長。 

住民環境課長（朝倉 進） 糸井議員のご質問にお答えいたします。予算書１４１、１４２ページの右側

中ほどに阿蘇海と環境づくり事業がございます。議員おっしゃいましたように１７１万

４，０００円の事業でございますが、これは平成２５年度まで環境美化保全対策事業という名前

でありました。平成２５年度の当初予算も同じ１７１万４，０００円で、中身は同じ事業でござ

います。名称を阿蘇海等環境づくり事業にかえさせていただいたということでございます。 

内容的には、繰り返しになるかなというふうに思いますけれども、この事業の中で支えていた

だいておりますのが、一つは阿蘇海環境改善ポスターの関係でございます。もう一つの柱としま

しては河川の水質検査、これは野田川を含む１４カ所での水質検査を行っております。 

それから、もう一つ、これは１９負担金補助及び交付金の関係になりますけれども、一斉清掃

の車両借上補助金の関係という、その三つの事業が主な事業でございます。この環境美化保全対

策事業を阿蘇海等環境づくり事業に名称変更をした理由は、議員ご指摘のように阿蘇海等の環境

づくりが、これからどんどんどんどん重要になっていくというふうなことも背景にはございます

けれども、去年でしたか、阿蘇海の関係で、交付税の対象地域というふうなことで指定されたと

いうこともございます中で、事業として明確にする必要があるかなということの中で、今回、事
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業変更をさせていただいたんですが、事業の中身につきまして、今のところ去年の環境美化保全

対策事業と変わりないということでございます。 

議  長（赤松孝一） 糸井議員。 

１ ４ 番（糸井滿雄） 名称が変わったということなんですが、それはそれとしてですね、じゃあこの中

で幾ら環境美化に使えるのか、今、交付税の話も出ましたけども、交付税はどのぐらい、交付税

の中に参入されておるのか、その辺もわかったらですね、交付税の算入額と、それから、この予

算書の中での、この阿蘇海の浄化に対しての使える金額はですね、予算はですね、どのぐらいな

のか、その辺をちょっと説明していただけますか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） 交付税の関係につきましては、私のほうからお答えをさせていただきます。

昨年来、阿蘇海の境界設定を宮津市と与謝野町の間におきまして新たに行いまして、手続が完了

しております。それによりまして、阿蘇海１．２６平方キロメートルのうち、失礼しました。阿

蘇海４．８１平方キロメートルのうち、与謝野町は１．２６平方キロメートルとなりまして、こ

の１．２６平方キロメートルが町域が増加したということでございます。 

このことによりまして、交付税の試算値でございますけども約７０万円、当町の普通交付税が

増加するものというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 朝倉住民環境課長。 

住民環境課長（朝倉 進） この事業の中で、阿蘇海の浄化のための予算はというお尋ねだと思いますが、

直接、阿蘇海の浄化のための予算は、今のところ含まれておりません。 

議  長（赤松孝一） 糸井議員。 

１ ４ 番（糸井滿雄） 先ほども、冒頭にも申し上げましたように、世界遺産に登録の運動が盛んに、宮

津市を中心に行われておるわけですけども、それの世界遺産の登録には、私、先ほども申し上げ

ましたように、阿蘇海の浄化はですね、私は欠くことのできない要件の一つだろうというふうに

思っております。今、お聞きをしますとですね、阿蘇海の環境づくり事業についても、浄化に使

う金は一銭も計上されてないということの答弁です。 

今回、阿蘇海の面積が、与謝野町の面積はふえとるわけで、今、７０万円程度の交付税が算入

されるというふうにお聞きしたわけですけれども、せめて、そのぐらいの予算化をしてですね、

阿蘇海の浄化に本気に取り組む姿勢があるのかどうか、私は大変疑わしく思うわけです。阿蘇海

の浄化については、与謝野町は大変大きな、私は責任と役目を持っておるというふうに思います。 

野田川上流から下流まで、全て与謝野町の流域であります。いろいろと、浅水代かきとかです

ね、いろいろと工夫はしていただいておりますし、また、そういう浄化に取り組んでいただいて

おりますし、下水もできるだけ普及していただくように取り組んでいただいておりますけども、

やはりもっともっと阿蘇海浄化に対する、やはり行政としての責任を果たすべく役割は、やっぱ

り予算上でも示すべきだと、重要施策の中には入っておりませんけど、私は重要施策の中に入れ

るべきじゃないかなというふうに思っております。 

住民環境課長も知っておりますように、ご存じのように、昨年度、阿蘇海浄化の、いわゆるワ

ークショップが４回開かれました。ですから、阿蘇海浄化は、与謝野町だけの取り組みでは、こ

れはできないと、宮津市も含めてですね、京都府全体としての、もっと言えば国家プロジェクト
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ぐらいの姿勢でいかなかったらですね、私は浄化はできないだろうというふうに思うぐらいなん

ですが。 

この阿蘇海の流域の将来ビジョンというのがですね、決まっとるわけです。環境課長は、よう

ご存じだろうと思いますけれども、そういった中で非常に今後のですね、阿蘇海の将来の浄化に

ついて、今、本腰を入れようとしておるときなんで、せめて、この平成２６年度の予算でもです

ね、阿蘇海の浄化に取り組むんだという、行政の姿勢を、少しでも私は見せてほしかったなとい

うふうに思っております。 

阿蘇海の将来ビジョンというのは、「みんなの力で取り戻そう、未来へ注ぐ阿蘇の海」という

のが将来ビジョンなんですよね。ですから、今から取り組んでいかないとですね、とてもじゃな

いが、私は目標年度に、その目標達成することはできないと。 

例えばですね、２０３０年に外海と同じぐらいのきれいな阿蘇海にしようというのが目標なん

ですね。２０３０年です。２０２０年には人と動物のすみ分けなど、自然との共存共栄が中間目

標として２０２０年に設定されております。 

そういった中でですね、あるいは下水道１００％接続するというのもですね、２０２０年の目

標値になっておるわけです。ですから、もっともっと、やはり私は阿蘇海に対する浄化の取り組

みを強化すべきだというふうに思っておりますけれども、そういった取り組みの姿勢をですね、

町長は、もうおやめになるんであれですし、住民環境課として、どう考えておられるのか。そこ

ら辺、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 朝倉住民環境課長。 

住民環境課長（朝倉 進） お答えいたしたいと思います。今、議員おっしゃいましたように、阿蘇海流

域将来ビジョン、仮称ではありますけれども、昨年度といいますか、平成２５年度で４回のワー

クショップが開かれて、延べ１５１人、この中には議員の、糸井議員も入っておっていただく中

で大変熱心なご議論をいただきました。 

ちょっと話がそれるのかもしれませんけども、この昨年の、このワークショップを開くまでは

どうだったかといいますと、共同会議のメンバーそれぞれが、それぞればらばらの対策をしてき

たということがございます。 

メンバー同士も地域住民も互いの活動に無関心な部分もあったかなというふうに思っておりま

す。それが平成２５年度の、このワークショップを開いて、阿蘇海の周辺だけでなしに、野田川

の上流から下流まで、いろいろな立場の方、漁業者の方もいらっしゃいますし、住民の方、あと

農業者の方など、垣根を越えた形で阿蘇海と、その流域という広い範囲をどうしていくんだとい

うふうなことでの将来ビジョンを策定されたかなというふうに思っております。 

そういった中で、いろいろなお話がありました。先ほどの浅水代かきのこともそうですし、あ

とは曝気をして空気を阿蘇海の底に送り込んで、いわゆるマイクロバブルというふうな形で浄化

するだとか、あとアサリを育てる中で、アサリの持つ浄化能力でもって、阿蘇海を浄化させるだ

とか、あとヘドロ対策としてシーブル事業、これは京都府のほうの事業ですけれども、それを引

き続き行うだとか、あとはヘドロを浚渫してゼオライト、人工ゼオライトを使って浄化するだと

かいうふうな具体的なお話も、その中であったかというふうに思っております。 

そういったお話を含めて、これから平成２６年度に専門家の会議を経て、将来ビジョンに対す
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るパブリックコメントですとかを得る中で、最終的に阿蘇海の流域将来ビジョンを正式に決定し

ましょうねというふうなことになっておるというふうに思っております。それの上で、ハード事

業も含めて、京都府のほうでは予算要求を平成２７年度にも実施したいというふうなお考えでご

ざいます。 

私ども与謝野町も、この京都府といいますか、阿蘇海環境づくり共同会議の今後の議論を踏ま

えながら、同一部署で与謝野町として、どういったことができるのかということを考えていくと

いうふうなことになろうかと思っております。 

ところが、先ほど議員おっしゃいましたように、阿蘇海の浄化という面では、とてもとても大

きなお金が要るのかなというふうに思っております中で、与謝野町がどういったことができるの

かなということでございます。そういった中では、阿蘇海だけではなしに、流域も含めた形での

阿蘇海の環境づくりをやっぱり考えていくべきだろうというふうなお話ですので、私どもとしま

しては、二級河川の野田川の浄化ですとかというふうなことも京都府さんですとか、宮津市さん

ですとか、できない部分でありますので、そういったふうなところに事業を集中させるというか、

いうふうなことも大事なことではなかろうかなというふうに思っております。 

それと、議員おっしゃいました阿蘇海の浄化の関係でいきますと、多額の費用がかかりますの

で、それは役割分担の中で、京都府さんのほうにも当然ながら港湾の管理というふうなことでは、

京都府さんにも責任がございますので、そういったふうなこと、大きな事業につきましては京都

府さんのほうの事業でお世話になれる部分は、そういうふうなことでお願いしたいというふうな

つもりでおります。今のところはそういうことでございます。 

議  長（赤松孝一） 糸井議員。 

１ ４ 番（糸井滿雄） いろいろと述べられておりますけれども、今やっと京都府も本腰を上げて、これ

に取り組もうという、今、機運になっております。やっぱり関係市もですし、町もですね、やは

りこの阿蘇海の、いわゆる流域に対する将来イメージにのっとって、計画にのっとって、今後も

主要事業として私は進めていただきたいなというふうに思っております。ワークショップも残念

ながら、私４回中２回ほどしか行けなかったもんで、非常に残念だったんですけども、その中で

いろいろと意見も聞かせていただきました。認識の、意識の共有としてですね、流域全体で意識

改革、阿蘇海に関心と危機感を持つというのが一つ。あるいは世界遺産にふさわしいまちづくり、

人づくりをしていこうということが一つ。もう１点はですね、美しい阿蘇海と、その流域を次世

代へ継承しましょうというのが共通の意識であるわけです。 

ですから、今後とも、環境課としてもですね、この阿蘇海の浄化について重要な事業として取

り組んでいただきますようお願いをしておきたいなと。やっとここに今、芽が出かけたというふ

うに私は思っておりますので、これをつぶさないようにですね、これを次世代につないでいただ

きたいと、きれいな海として、ぜひお願いをしておきたいなと。 

町長候補３人の立候補予定者がおられますので、その方にもお願いをしておきたいというふう

に思っております。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 私自身も、今回は引退ということですけれども、やはりこの予算をつくる段階の

中では、やはりこの阿蘇海の浄化もですし、それが確かに世界遺産につながっていくと、その中



－227－ 

で忘れてほしくないのは、やっぱりこの野田川流域という言葉、これはやっぱり我々の母なる川

ですので、そうしたところでの取り組みも悪いことばっかり言われるんですけれども、やはり長

年、野田川改修を取り組んできた成果、あるいは婦人会あたりが粉せっけんを使いましょうとい

う、そういう運動、また、流域の方たちが河川の清掃や草刈りをやってきた、そういう取り組み、

それらが功を奏して、今回、昨年の暮れでしたか、鮭が野田川を上って後野へんのところまでや

ってきた、これはまさしく、下水の、そうした改修も含めてですけれども、みんなが一生懸命取

り組んできた一つの成果のあらわれだというふうに私は思ったんです。ですから、今後、阿蘇海

の浄化だけではなしに、その流域である野田川等の河川の、そうした取り組みもあわせて、やは

り全体で考えていただきたいということを強く協議会の中でも申し上げましたし、今後、そうい

う方向で、ぜひ進めていただきたいなというふうに思っております。 

幾ら宮津市さんが世界遺産や世界遺産と叫ばれても、やはりそこを取り巻く環境の整備、ある

いはそれに思いを寄せる人たちの熱意がなかったら、これは絶対にならないことだと思いますの

で、ぜひ糸井議員さんが、次の町長に託されたように、私もこれはもう、やはり大事なことだと

思いますので、あわせてお願いがしておきたいなというふうに思います。 

議  長（赤松孝一） 糸井議員。 

１ ４ 番（糸井滿雄） ぜひ流域を含めて環境の保全、そして浄化に、阿蘇海の浄化に努力をお願いをし

ておきたいなというふうに思います。 

時間がありませんので、建設課にちょっとお尋ねをしておきたいなというふうに思います。 

公営住宅等の長寿命化計画の中間案が出されております。後期基本計画の中では、住宅のスト

ック計画を進めていくというふうなことにもなっておるんですが、今回の長寿命化計画を見せて

いただきますと、現在の戸数が３２９戸ですか、そのうちの、今後、平成２６年から平成３５年

までの公営住宅の供給目標として、管理戸数が２３６戸ということになっております。 

そのうちの用途廃止、すなわち、これを廃止されるところが１１５戸、これ間違いありません

ね。それから、管理戸数が２３６戸ということなんですが、そのうち建てかえがですね、建てか

えが２１戸、それから、維持管理戸数が１９３戸となっておりまして、全体で３２９戸というこ

とになっておりますが、ちょっと数字的に、ちょっとわからないところがあるんですが、いわゆ

る維持管理戸数が９０戸、それから、個別改善戸数が４１戸、それから経過使用後のＡとＢで、

Ａが５８戸で、Ｂが２５戸になりますと、２１４戸の管理戸数になるんではないかなというふう

に思うんですけれども、２２戸は何があるんでしょう。 

議  長（赤松孝一） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） お答えをいたします。今、建設課のほうでは、平成２６年から平成３５年までと

いうふうなことで、今後１０年間につきまして、公営住宅をどういうふうな格好で整理をしてい

くかというふうなことを今、計画をしております。今、議員がおっしゃいましたように平成

３５年には２３６戸にしたいというふうに考えております。多分、長寿命化計画の中間案の９ペ

ージを開いていただいておるというふうに思っております。 

この中で、６ページの中では維持管理をしていく戸数を９０戸、それから個別改善をするのは

４１戸、それから経過後使用ということで６２戸というふうにさせていただいております。これ

は経過後使用Ｂの２５戸と尾上住宅の３７戸を入れまして、６２戸というふうにさせていただい
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ております。 

９ページの中では建てかえ対象戸数ということで２１戸というふうにさせていただいておりま

して、今、ご指摘がございましたように、２２戸合わないというふうなことでございます。ここ

がちょっと、この中の用途廃止というのが１１５戸あるというふうに思っておりますけれども、

ここの中で、このちょっと表が間違っておりまして、２２戸の部分を建てかえ戸数というふうな

ことにさせていただいておりまして、今、ご指摘いただいておりますように、ずっと足していっ

たら２１４戸しかなりません。その中で、この２２戸というのが、この１１５戸の用途廃止をす

る対象に当たって、２２戸の部分を新たに建てたいというふうに思っておりまして、全体で

２３６戸というふうな数字になっております。ちょっとここの部分がミスプリになっておりまし

て、大変申しわけなく思っております。 

議  長（赤松孝一） 糸井議員。 

１ ４ 番（糸井滿雄） そうすると２２戸が、この建てかえ戸数２１戸にプラスされるんですか、そうい

うことですか、２２戸。 

議  長（赤松孝一） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） そういうことでございます。したがいまして、建てかえ対象戸数が４３戸という

ことになろうと思っております。申しわけございません。 

議  長（赤松孝一） 糸井議員。 

１ ４ 番（糸井滿雄） そしたら、申しわけないけども、あとで正誤表を一つ出していただくように、お

願いをしておきたいというふうに思っております。 

私、一般質問でも住宅の建てかえ等には、いろいろと質問をさせていただいたわけですけども、

今回、やっぱり長寿命化計画ということで、建てかえは４３戸だけですよと、あとは補修だとか

修繕でやるということで、今後、建てかえはですね、この平成３０何年ですか、平成３５年まで

には４３戸のみの建てかえでですね、あとは維持管理、あるいは改善、修繕、そういった補強で

長寿命化計画を図っていくという理解でよろしいでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 西原建設課長。 

建設課長（西原正樹） お答えをいたします。今、長寿命化計画では、平成３５年までに２３６戸にした

いというふうに思っておりまして、随時、今、そういうふうな古い住宅のところから、新しい、

残していく住宅のほうに、そういうふうな、そちらに移ってくださいというふうな指導もさせて

いただいております。 

今、平成３５年では２３６戸にしたいというふうに思っております。これは、将来的に、いわ

ゆるライフサイクルコスト、できるだけ、まあ言うたら補助事業を使わせていただいて、そうい

うふうな維持管理をしっかり、その部分に対しても補助がもらえるようにというふうなことを、

今、当課のほうでは考えておりまして、今、平成３５年では２３６戸にしたいというふうな内容

でございます。ただし、これは５年ぐらいのサイクルで見直しをさせていただくというふうにさ

せていただいております。今後、どういう格好の部分でサイクルを回していくかというふうなこ

ともございますけれども、今時点では２３６戸という数字で考えております。 

１ ４ 番（糸井滿雄） もう３分なのでやめます。終わります。また、したかったら次にいきます。 

議  長（赤松孝一） 糸井議員の質疑を終わります。 
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他にございますか。 

１５番、簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） それでは、平成２６年度の予算にかかわりまして、若干、第１回目の質問をした

いと思っております。 

まず、総務委員会に資料が出されておりますが、その中の嘱託職員と臨時職員の制度改正につ

いて、まず、お尋ねをしたいと思っております。平成１８年に合併しまして以降、旧町時代から

積み上げてきました嘱託職員という制度が廃止をされ、実質不利益にしないと、こういうことの

中でスタートしたわけですが、しかしながら、今日になってみますと、大きな差といいますか、

不利益を与えていることになっているんではないかと、こういうことで、何回か私も要望、ある

いは意見を申し上げたところがあるんですけれども、今回ですね、この制度を改正するというこ

とで、本当に、こういう格好が正常だと思っておりますが、そのことで現在の、この臨時職員さ

んの数ですね、ここからまずお尋ねをしていきたいと思っております。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 簱議員のご質問にお答えいたします。臨時職員を全体でいいますと３１７人、

これは１年間に、ちょっと３時間でも、ありました、延べ人数でございます。 

そういったことで、それから社会保険加入者ということになってきますと、今つかんでいる数

字では１４９人ということでございます。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） これまでも議会の中で、この公契約条例の話が出されたことがあります。しかし、

私は、この臨時職員さんの関係がきちっとしないと、公契約条例はできないと、こういうふうに

思っておりましただけにですね、非常にこうして出されたことを評価しておきたいと思っている

んですけれども、この中で、今、おっしゃいました数字の中で、一体、この期限つき任用職員で

すね、いわゆる嘱託職員に今度、町が考えていらっしゃる人数というのはどのぐらいの人数にな

っておるでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 簱議員のご質問にお答えします。今、私が申し上げましたように、社会保険加

入対象者であることということになってきますので。 

１ ５ 番（簱 毅） １４９人。 

総務課長（奥野 稔） そうですね、それぐらいを見込んでおります。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） そこで、気になっておりますのは、この賞与のところに、いわゆる月額、賞与込

みの月額賃金と、こういう表示になっておりますね。これはこういう方法しかないんでしょうか。

前回に、臨時職員になって、嘱託から切りかわったときも、その部分を込みでやりますからとい

う話であったと聞いておるんですけどね、この方法しかないのかなと思うんですが、ここに至っ

た結論をちょっとお願いできませんか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） これもね、まず、今度は制度改正に当たりましては、いろいろ研究をいたしまし

た。賞与込みの月額賃金という結論に至ったわけでございます。詳しくは言いませんけども、い
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ろいろな関係で、こういう形のおさめ方をもうさせていただくしか、ちょっと手だてがないかな

というふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） 現在の実情を、それぞれ聞いてみますと、大体、今マスコミ等で言われておりま

すのは、２００万円以下をワーキングプアということになっておるようですけれども、これをは

るかに、これを下回る賃金実態ではないかなというように思っておりましてね。仮に２００万円

になるということで考えてみますと、１日８時間、週５日としてですね、時間給は９６２円にな

ると私、思っております。 

したがって、今度の改正では、いろんな、１０年以上もある人もありますし、割合新しい人も

あるんですけれども、いわゆる月額の、それぞれの方の賃金を決められる場合、どういうことが

基準になって決められると、ここのところをお願いします。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 今回の改正に至りましたのは、やはり近隣の自治体の状況、単価の問題、そうい

ったものもお聞きいたしました。 

それから、これを見ていただきますとわかりますように、限られた予算の中なんですけども、

いわゆる今度は資格がある人には、やはり配分しようとか、そういうことも含めてやっておりま

す。今、何を基準ということではないんですけども、今ある賃金よりも上乗せした形で近隣の自

治体とも比較参考にしながら、一応、今、決めております。 

これにつきましては、新年度予算にはまだ全然上げておりません。こういった改正で今、やり

とりしたいというふうに思います。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） それとですね、課長、もう一つ今までからなかなか理解しにくかったのは、例え

ば一般職に比べてですね、勤務時間のとり方なんですね、例えば、わずかの短いということが一

つの、どういいますか、理由といいますか、条件になって、非常に賃金が低いという実態もあり

ました。今度もですね、これでは７時間３０分ですかということになっておりますけれども、実

態として、これは一般職と変わらない勤務時間というふうに読めるんですが、そういう理解でよ

ろしいか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） お渡しをいたしております表に、特に嘱託職員については、そういった、少し正

規の職員よりも短いですけど、１５分ぐらいね。大体、そういった形になる。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） 先ほど人数聞きましたようにですね、現在の職員数を上回る人がね、今、この町

のためにいろいろ働いていらっしゃると、働いていただいとると、そういうふうに立って考えま

すと、ぜひ、今回の、これを生かしていただいて、一つは、これから大きなまちづくりの成果が

あると、こういうことにしてほしいと思うんですが、課長のお考えでは、これから予算が立てら

れると思うんですが、どのぐらいほど、これによりまして、財源が必要だというふうに思ってい

らっしゃいますか。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 
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総務課長（奥野 稔） これは、４月１日からの、実際はありますけど、私、昨年のある時点のところで、

制度設計するに当たりまして、どうしても１，６００万円ぐらいの増が出てくるんではないかと

いうふうに試算をいたしております。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） 非常に財政が厳しい中で、こうしたことが今、提起していただくということは、

いろいろお考えもあろうかと思いますけれども、それ以上のやっぱりまちづくりの成果につなが

るということで、一つできるだけ早く、４月１日からということですけれども、よろしくお願い

をしておきたいと思っております。 

それでは、まだ、人づくりの関係がはっきりできておりませんが、企画財政課長に、ちょっと、

あと先になって申しわけないんですが、教えていただきたいと思っております。 

平成２６年度の地方財政計画を見ますと、地方財源の確保ということで、地方交付税ではです

ね、１６兆８，８５５億円、前年度比で見ますとマイナスの１，７６９億円、マイナス１．０％

と、こういうふうになっておりますが、内容的には、この地方が地域経済の活性化に取り組みな

がら、安定的な財政運営が必要なんだと、こういうことができるようにということで、一般財源

の総額については、平成２５年度の水準を相当程度上回る額の交付をすると、こういうふうに報

道されております。 

一般財源総額で見れば６０兆３，５７７億円と、こういうことでございますけど、この認識で

考えますと、平成２６年度予算は、現在はですね、平成２５年度、平成２６年度当初予算は同じ

地方交付税の額になっておりますけれども、大体、こういう見込めるという考え方でよろしいで

しょうか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。平成２６年度の国の地方財政対策におきましては、今、

議員が言われますように、地方交付税の総額は約１，８００億円少なく計上されておりまして、

率にして１％の減ということになってございます。 

したがいまして、市町村に交付される交付税も、これだけを見ますと減額傾向にあるというこ

とになるわけですけれども、当町としては、また、当町としての、また、事情があって、公債費

の伸びが一定見込めるというところがございます。したがいまして、それらを相殺して平成

２５年度当初予算計上額と同額程度は確保できるだろうということを、安全側をとって、そのよ

うに理解をし計上させていただいたということでございます。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） ことしの、この地方財政計画の中で新しく出てきた部分としてですね、一つは、

この地域の元気創造事業ですね、これと、それからもう一つは歳出の特別枠と、こういった新し

い部分といいますか、我々がちょっと認識が足らん部分が、今度、出されているんですが、この

こういったことでですね、特に本町にとりまして、このことがプラスになると、こういうとらま

え方のできる部分がありますでしようか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えします。先ほどは、安全側をとって申し上げておりませんけれども、

情報としては、今、議員が言われますように、元気づくり推進費、もう一つは地域経済基盤強化
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雇用等対策費というのが設けられようとしております。 

したがいまして、これを見ますと昨年比以上に伸びて、計上が出されているというように理解

をしておりますので、これも増額要素として位置づけられるだろうと思っております。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） この地域の元気創造事業について見ますと、幾つかの、どういいますか、項目が

あるような気がするんですが、特に本町の場合ですね、この行政改革との絡み、あるいはもう一

つは、この地域経済の活性化に関する部分、この部分で、ほかと比べて評価ができるんではない

かなと、こういうふうに思えるんですが、そこのところは課長、どうでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。まだ、具体的には全容が見えてきておりませんけれども、

その中には、市町村合併によりまして、行政区域が広域化をしたということを受けて、平成の合

併によって市町村の面積が拡大するなどの市町村の姿が大きく変化したことを踏まえた制度設計

が追加的になされるということを聞いておりますので、それによって、割り増しが行われる可能

性を期待しているところがございます。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） そういうふうに課長、考えてみますと、ことし、課長のほうでは前年度と同額を

見ていただいておるんですが、私は、やはり今までの実績から考えると、課長のほうでいろいろ

きばっていただいておって、３億円ぐらいはですね、まだ、見込めるんではないかという気がし

ているんですが、そこのところは課長、どういうふうに思われておりますか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。３億円というのは、昨年の交付額にプラス３億円という

ことでしようか。 

１ ５ 番（簱 毅） 昨年ぐらいのところは見れると。 

企画財政課長（浪江 学） 大体、見込みとしては、最終的には、ただ、現在での試算値ですけども、議

員仰せのように、昨年の最終交付決定額程度は期待をしております。 

議  長（赤松孝一） 簱議員。 

１ ５ 番（簱 毅） それでは、課長にもう１点だけ教えていただきたいんですが、臨時財政対策債で

すね、国のほうでは、これを減らすという方向で、私ところの予算でもですね、今年度、平成

２６年度は減っているんですが、これは大体、国がそういうふうな方向もあって、私の町も、そ

ういう努力をされてきたと、そういう受けとめ方でよろしいでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。臨時財政対策債は、ご承知のように交付税との兼ね合い

で、国の財源が持たない分を臨財債で補っていただいているということでございますが、今の傾

向としましては、そういった形から本来の形に戻していこうという傾向がございますので、でき

るだけ交付税をふやして臨財債を抑えていこうという、そういう国の基本的な考え方が地方の財

政にも、そのような形でおりてきているということでございます。 

１ ５ 番（簱 毅） これで、１回目の質問を終わります。 

議  長（赤松孝一） ここで、３５分まで休憩いたします。 
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（休憩 午後 ２時２２分） 

（再開 午後 ２時３５分） 

議  長（赤松孝一） それでは、休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

質疑を続行いたします。 

質疑はありませんか。 

１６番、谷口議員。 

１ ６ 番 （谷口忠弘） それでは、質問させていただきます。 

私は、予算書の５２ページ、岩滝の本庁舎の管理事業ですね、これと、５４ページの加悦庁舎

の管理事業、５６ページの野田川庁舎の管理運営事業ですね、この点について質問させていただ

きます。 

本庁は１，８００万円余り、加悦庁舎に限っては１，５００万円余り、野田川庁舎に限って

１，３３０万円余りの管理の事業が計上されてあります。これは、以前、私以外の議員の方もで

すね、庁舎問題の統合について、大変これは事業費がかさむので、統合はどうだろうかというよ

うな質問をされた議員さんもたくさんおられたと思います。そういうところで、私は、この４年

間ですね、この１期に限って、いろいろな問題点を町長も出されましたので、その点を踏まえて

管理運営事業について質問させていただきます。 

先ほど言いましたように、町長は、この本任期の間にですね、庁舎を統合して総合庁舎化を打

ち出されました。その理由は何点もあるとは思いますけども、大きな視点となったのは、やはり

何と言っても財政面であるというぐあいに思っております。それと、職員数が減少しまして１庁

舎にまとめれるんではないかなと、こういうこともあったんだろうというぐあいに思います。そ

の当時はですね、平成２４年だったと思いますけども、これが、この任期に課せられたですね、

喫緊の課題といいますか、大きな課題ではなかったかなというぐあいに思います。しかし、これ

はですね、現在においては非常に従来の認識からは全く欠如したような状況になっております。 

問題提起はされましたけども、遅々として今後の状況は見えてきておりません。町長は今期限

りで退任をされますけども、この問題提起をされた町長としての立場はですね、今後どのように

反映させていきたいと、このように思っておられるのか、その点についてお尋ねしたいというぐ

あいに思います。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） こういう問題につきまして、問題提起させていただいて、その後、もう少しきち

っと説明するようにというような中で、各地域を回らせていただいて、その問題について町政懇

談会等の中で、いろいろとご意見をいただきました。その中では、やはり早急にするんではなし

に、ワーキンググループだけではなしに、もう少し検討委員会をつくって、その中で論議すべき

ということが大きな声としてございましたので、検討委員会をつくらせていただいて、その中で

ご議論いただきました。 

その結果としては、やはり総合庁舎に将来的にはするべきだと、ただ、今の今、やはり野田川

庁舎が老朽化がしているので、やはりその南庁舎のほうを生かして、その本庁舎のほうを、やは

り廃止とするべきだというふうな方向を考えるようにという、そういう検討委員会での結論をい

ただきました。その中で、そうすべく、いろいろと内部で協議をいたしまして、できれば来年度
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に向けて、そうした方向へ進めていきたいというふうな思いで、今のところおりました。 

今回、そういう、私の事情で町長をやめさせていただきますので、この件については決して途

切れたわけではなしに、やはり町として、そういう検討委員会から出た意見を大事にしながら、

今後も引き続きご検討をいただくべきだというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 谷口議員。 

１ ６ 番（谷口忠弘） この問題につきましてはですね、議会も大変大きな、大事な問題と捉えまして、

特別委員会を設置されまして、約２年間、１７回にわたって講師を招いたり、また、勉強会を重

ねて議論を重ねてもらった委員会でございました。 

また、先ほど町長はですね、拙速だということで庁舎問題の委員会を立ち上げられまして、平

成２４年１月に立ち上げられて、同年１１月に答申を受けたわけです。その中で総合庁舎化は、

いろんな個別の案は出ましたけど、これは総合庁舎化ということは、その必要性は、みな考えて

おられまして、その一つは、私は集約がされたんではないかなというふうに思っております。し

かしですね、細かい点におきまして、いろんなご意見が出ましてね、例えば５案ほど出たと思う

んですけども、一つは町のたたき台ですね、加悦庁舎にしてというたたき台が１案。 

２案は、総合庁舎化を図るんだけども、分庁方式というか、残る２庁舎も、ある程度の規模を

持って運営といいますか、例えば教育部局とか、下水道部局など、別の部局をね、その２庁舎に

置くとか、そういう案でありました。 

３案は、全く現状のままにすると、４案は現状のままとし、将来的に町の中心地に新たな新庁

舎を建設するというのが４案で。 

５案は、現状のままとし、職員数等の状況を勘案し、現在の１庁舎で収容可能となった時点で

総合庁舎化を図るというのが５案でありました。 

これで見てみますと、総合庁舎化を図るというのは全部の意見ですけども、新庁舎をつくる、

つくらないと、ここの軸で言いますと、大体５３％が新庁舎をつくらないと、４７％ですね、こ

れが新庁舎をつくったらどうだという、新しい庁舎をつくるかつくらないかという時点での軸で

は、そういう軸であります。 

それともう一つの軸は、時間軸があると思うんですけども、早くしたほうがいいというのが、

大体６割方が早くしたほうがいい。あとの４割方は現状をずっと見ていって、その時点で考えた

らいいと、こういう時間軸ではなかったかなというふうに思います。 

そこでですね、質問をさせていただくんですけども、一つは新庁舎をつくるという意見の中で

ですね、合併特例債を使って、どうのこうのという意見もございました。合併特例債は、平成

３２年まで合併特例債が使えると、大型事業の中で、私が聞きたいのは、その余力がですね、あ

るのかどうか、発行可能額が残っているのかどうかですね。 

加悦中学校の問題、ごみ処理場の問題、これから大型事業がメジロ押しになる中で、合併特例

債を使えるだけのものが残るのかどうかですね、これ大事な問題だと思うんですね。この点につ

いて、まずお尋ねしたいというぐあいに思います。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 私のほうから、お答えをさせていただくのは避けまして、企画財政課長のほうか

らお答えさせていただきます。 
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議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。手元にちょっと資料が、すぐに出てきませんけれども、

ちょうど１年前に当初予算審議をしていただく際に、公債費抑制計画をご提出させていただいて

おると思います。これは、今後１０年見越して、どういった事業に、どういった起債を充ててい

くか、それを描いたものですけれども、その中で合併特例債は非常に大きな割合を占めているか

と思います。 

今、議員、言われますように、当初合併１０年までであって、平成２７年度までであったのが、

１５年まで延びるということですので、平成３２年度まで特例債の発行期間は延びますが、限度

額は、そのままということでございまして、その限度額いっぱいを平成３２年度までに、もう使

ってしまうような計画で、ご提出させていただいていたかと思います。 

その中に大きなものとしては、加悦中学校があり、それから、ごみの施設があり、それから、

こども園の関係があり、そういうものも網羅をさせていただいて、１００％発行していくという

形でご説明させていただいていたように思っておりますので、庁舎の分については余裕はないと

いうことでございます。 

議  長（赤松孝一） 谷口議員。 

１ ６ 番 （谷口忠弘） 今、お聞きしたらですね、ごみ処理場の問題と加悦中学校の問題で１００％合

併特例債を使い切ってしまうんだと、新庁舎を建てる、建てないは、ちょっとこれは別問題とし

てですね、建てるだけの財源が合併特例債からはもう生まれてこないと、こういう判断でよろし

いんでしょうか。もう一回確認したいと思います。 

議  長（赤松孝一） 浪江企画財政課長。 

企画財政課長（浪江 学） １０年のスパンの計画で申し上げていて、これは当然、いつもなら、この当

初予算の審議時期につくりまして、お示ししてるんですけど、今回は骨格予算ということがあり

ましたので、決算の後にというふうに、失礼しました。６月の肉づけ予算を反映した時期にとい

うことで、今回はつくっておりませんし、それからその後、町長もかわられるということになっ

てきましたので、今後また、次に策定させていただくときに、そういった施策的なことを反映し

ていくことにはなるだろうというふうに思いますけども、現時点では先ほど申し上げましたよう

な考え方で公債費を計画しているということでございます。 

議  長（赤松孝一） 谷口議員。 

１ ６ 番 （谷口忠弘） 私たち議員も庁舎問題特別委員会の中では、全員の意見が集約されたわけでは

ないんですけども、新たな庁舎は建てないと、建てないほうがいいと、それだけの財政の余力が

当然ないんですから、場所は、どこだとは言いませんけども、やはり総合庁舎化を目指して新庁

舎は現在の３庁舎を生かして、総合庁舎化を目指すべきだというような、集約した意見としては

大体そんな意見が多かったですね。 

そういう意味で、今、財源の裏づけもちょっと聞かせていただいたんで、大変、新庁舎を建て

るということに関しては、厳しい状況であるんではないかなというぐあいに考えております。こ

れは、検討委員会の中で出ておりましたので、そのことを少し聞きたかったなということで申し

上げました。 

それとですね、町長は１２月議会で町の指針となる１０年間の総合計画ですね、これを仕上げ
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るために出馬の表明を１２月議会でされました。しかし、３月議会で、健康を理由にですね、不

出馬ということで発表されました。私はこれ、誰が、その任を今後ですね、３人の町長候補者が

おられますけど、誰が、その立場に立ってもですね、非常に難しい問題ではないかなというふう

に思うんですね。 

今後のと言いますか、次の任期の４年間というのは、非常に、こんなこと言うのはなんですけ

ども、我慢の４年間になるんではないかなというぐあいに思っております。町民にですね、今後、

負担をお願いすることやらですね、そういうことが、どんどんどんどんこれからふえてくるんで

はないかなというぐあいに思ってるんですけども、１２月の時点で町長は、お考えとしては、出

馬を考えておられたということですから、この問題に限りましてですね、今後どのように進めて

いったらいいのか、その時点では頭を多少はめぐらされたんではないかなというぐあいに思いま

すので、今後の、この庁舎問題についてですね、進め方をどう考えたらいいのか、今のお立場で

ちょっとご説明をいただきたいなと思います。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 庁舎問題に限って言いますと、やはり大勢の皆さんの思いは、やはりいずれ総合

庁舎化をするべきだというご意見ですし、また、それに向けて向かう、いろんな方法があるので

はないかという、いろんな意見が出てたかというふうに思います。 

私自身は、やはり今後に向けては一遍に大きな、そうした新しい建物を建てるんではなしに、

やはり議会が出されたような結論、やはり今あるものをうまく使いながら、やはり一本化をする

べきだと、それは財政の問題だけではなしに、やはり効率的な行政運営をしていこうと思います

と、やはり、そうした建物を建てる、建てないではなしに、日々の町政の執行のためには、やは

り一本化、できるだけ一本化するべきだというふうに思っております。それには時間がかかるで

しょうし、多くの町民の方の合意がなければできるもんではないというふうに思っておりますの

で、これらについては、常にやはり頭に置きながら、ぜひ、次の町長においては、そうしたとこ

ろで進めていっていただきたいなというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 谷口議員。 

１ ６ 番（谷口忠弘） 議会の中の庁舎問題特別委員会の中で、真山先生にお越しをいただいたときに、

先生がちょっとこんなことおっしゃっておられました。 

空き庁舎を住民拠点施設に整備するなど、前向きな具体案を町が示し、町政に頼らないまちづ

くりの展望を描くことが必要と提案されているというようなことをちょっとおっしゃっておられ

ました。 

今後ですね、総合庁舎になったら、あと２庁舎をどうするんだとかですね、こういう議論にど

んどんどんどんなってくると思うんですね。だから、町は２庁舎を、どういうぐあいに今後、施

設利用していくのかということを、やっぱり示していかないと、総合庁舎化ということもなかな

か難しいんではないかなというぐあいに思っております。そういうプロセスを、どういうぐあい

に描いていくかということが、非常に今後の課題になるんではないかなというぐあいに思ってお

ります。 

これは、京都新聞にちょっと書いてありましたけども、滋賀県の米原市は、来庁者の目的や利

用頻度、交通手段など、調査したアンケート結果を説明するということで、要するに第三者がで
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すね、どういうぐあいにしてほしいんだと思うんだということを、具体的に町民に投げかけると、

その結果を重視するということが非常に、第三者的な形で決めていくというのが、非常にいい方

法ではないかなということを書いてありました。 

それと、兵庫県の丹波市ではですね、委員長、副委員長に大学教授を置いて、第三者の目から

議論の進行を図ったという、こういう例も京都新聞に書いてあります。 

直接ですね、３町が合併しまして、やはりどうしても、まだ一体感の醸成がですね、なかなか

難しいと、こういうことは当町でも、やっぱりかいま見れますので、こういう第三者といいます

か、お力をかりてですね、客観的な目で見る必要が、今後は必要ではないかというぐあいに思っ

ております。 

そういう面で、今、町長からお聞きしましたけども、具体的なプロセスは、なかなか今の段階

では描けないかもわかりませんけども、時間が何ぼでもたちますので、ぜひ早急に考えていただ

いて、次の方にお願いするところはお願いしてということが一番望ましいんではないかなと思い

ますけども、町長のお考えをちょっとお聞きしたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 次の託す町長がされる仕事ではないかなと思っております。今までの途中までは

やらせていただきましたので、それらを今後、町民の方とのあれの中で、どういう形をしていこ

うと思われるのか、それも一つは今回の選挙の中でも論じられるべき話ではないかなというふう

に思っております。 

議  長（赤松孝一） 谷口議員。 

１ ６ 番 （谷口忠弘） 私は、そのお答えを聞かせていただくために、ちょっと質問させていただきま

した。 

私もですね、これは大きな関心事でありますし、町民の。ぜひ、今度、立たれる３候補者の皆

さん方にはですね、この総合庁舎化を目指す、このプロセスづくりと、どうして進めていくかと

いうことをね、やはり論じていただかないと、なかなか町民は選択が難しいんではないかなと、

このように感じていますので、ぜひその点はお願いをしておきたいと、この場をかりてお願いを

しておきたいと、このように思っております。 

これで第１回目の質問を終わります。 

議  長（赤松孝一） 谷口議員の質問を終わります。 

質疑はありませんか。 

９番、家城議員。 

９  番（家城 功） それでは、１回目の質問ということで、教育関係につきまして、教育長おられま

せんので、次長なり課長なりお答えいただければと思います。 

ページでいいますと、２４８ページの指導主事ということで、４名の先生方に週３日という形

でお越しいただいとるわけですが、確認も含めまして、現在の、その指導主事の先生方の業務内

容、また、取り組みなどがありましたら、ご説明をいただきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） それでは、教育長が休んでおりますので、私のほうから簡単に答弁させてい

ただきたいというふうに思います。 
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今、指導主事につきましては、教育推進委員会におきまして４名の指導主事が勤務をいただい

ております。この勤務につきましては、週３日ということで大体、平常日で２人の指導主事がお

られるような形になります。できるだけ４名がそろうときも設ける中で、常に連絡調整ができや

すいような体制にはしておりますが、そういう状況でございます。業務内容ですけども、どうし

ても学校の、特に校長への指導助言ということでございますので、我々がどうしても専門的な分

野で非常に難しい現場を知っておられる校長先生の経験者あたりにお願いをしておるということ

でございます。 

その他、学校関係でいろんな調査もんですとか、そうしたものへの対応、また、研究指定校で

すとか、そうした学校への紹介ですとか集約、また、何度も申しておりますけども、毎年、町の

教育方針であります学校教育の重点、これあたりの整理をしていただいて、基本的に統一した、

ぶれない教育方針を立てて、それの推進、指導助言に当たっていただいておるということになり

ます。 

議  長（赤松孝一） 家城議員。 

９  番（家城 功） その指導主事の先生方でございますが、現場のほうには常に学校に出向かれてい

るような確認は、大体、月どれぐらいのペースでされておるでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。非常勤的に来ていただいておりますので、週にですか、

どのぐらいと言われますと、ちょっと掌握し切れてませんが、とりあえず、何かありましたらす

ぐに学校に行っていただいて、様子をうかがうとか。 

例えば、この間も卒業式がありまして、そうした中で、ある一定の情報が入ってきまして、ち

ょっと状況を確認する必要がございましたんで、そういったときにはすぐに行っていただいて、

外から見てもらっておるとかいうようなこともありますし、それから今、非常に難しいいろんな

事象が起きておりまして、例えばいじめ問題ですとか、そうしたことも含めまして、それから福

祉課と一緒に取り組んで、連携の中で取り組んでおります、そのネグレクトですとか、そうした

問題の中で丁寧にやっていこうということで、ケース会議を持っております。そうしたものにも

全て指導主事は出席をしていただいております。 

学校に何回行くかいうことになりますと、ちょっと数字がなかなか申し上げられませんけども、

常に必要に応じて出て行っていただいているということでございます。 

議  長（赤松孝一） 家城議員。 

９  番（家城 功） この質問をさせていただくに当たり、先日も江陽中学校のほうの卒業式に、私も

出席をさせていただきました。 

昨年度は、ＰＴＡの役員もさせていただきながら、会員さんのお話もいろいろと聞かせていた

だく中で、やはりかなり今の中学校、小学校もそうでしょうけど、いろんな問題が、不登校であ

るとか、また、ネット上のいじめだとか、それにつけ加えて、いろんな先生方の発言、行動みた

いなものに疑問を感じられる保護者の方が非常に多いということを、多く耳にいたします。 

そういった中で、こういった指導主事の先生方が、週３回の出勤で、たまに現場に行かれるぐ

らいでは、なかなか現状の把握ができないのではないかなと、もっと教育関連にいろんなお金を

かけるような話も出ておりますけども、そういった学校の指導体制というのをきちっと整えてい
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くことが、まず、大事ではないかなと。本当に聞いとったら、耳を疑うようなことを、子供や生

徒に、教育の中でされとる先生もおられます。 

例えば、進学、どこどこ高校に行けば、あまりいい大学には行けないとか、中学しか卒業して

ないと就職ができないとか、そういった発言が、子供たち自然の中で、そういうことを聞いて、

またそれを家庭に持ち帰り、家庭の保護者の方が心配をされとるような現状がある中で、やはり

もっと現場に密着に出向いていただいて、現状を理解していただいた中で、学校なりの助言、ま

た校長先生方の助言なり、指導なりをしていただくことが大切ではないかと思うんですが、教育

長にご意見をお伺いしようと思ったんですが、おられないんで、ぜひとも、そういったことに力

を入れてもらうべきではないかと思いますけど、町長いかがでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 急に振ってこられましたので、戸惑ってますけども、委員長もおられますし、次

長のほうからお答えさせていただきます。 

議  長（赤松孝一） 和田教育次長。 

教育次長（和田 茂） 議員さんのご質問にお答えします。議員さんから、おしかりというか、ご提言を

いただいておるというふうに我々は受けとめさせていただいております。おっしゃいましたよう

に、先生も日々、生徒たちの指導には十分気をつけながらやっていただいているという中ではあ

りますけども、やはり学校現場でもいろんなことが日々起きますので、そういったことを常に教

育委員会も情報収集しながら対応はさせていただいておりますけども、保護者の皆さんから見れ

もば、まだ十分でないというふうな状況もあるだろうというふうには感じております。 

先ほどございましたように、指導主事の先生方も、基本は校長にしか指導ができませんので、

教員はやはり現場の校長が責任を持って育成、指導するということになりますので、指導主事は、

あくまで校長先生に対しての指導ということになります。 

その中で一番重要なのは、やはり情報共有だということになりますので、そういった意見をい

ただいたということは、また、校園長会の中でも、十分心当たりがあるのかというふうな格好で

問い合わせもさせていただきながら、指導に努めてまいりたいというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 白杉教育委員長。 

教育委員長（白杉直久） 私のほうから、常日ごろ考えていることを発言させていただきたいというふう

に思っております。 

私ども、教育委員会の委員といたしましても、学校訪問等いろいろ、学校の先生方の問題点と

いうのは非常に重要な課題というふうに捉えております。そういった面で、特に職員室の雰囲気

がどうなってるのか、それから、職員間のコミュニケーションがどうなっているのかということ

は非常に関心を持って常に学校訪問でもお願いをしてますし、その点は感じたこと、それから意

見等を述べさせていただいています。 

そういった面で、必ず我々が訪問するときは、校長、教頭、教務主任、少なくともそれぐらい

は出席をしていただきたいというふうなことで、我々としても先生間のコミュニケーションは非

常に重要視をしておりますし、これからも、その視点で我々も学校現場を見ていきたいと、かよ

うに思っている次第でございます。 

議  長（赤松孝一） 家城議員。 
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９  番（家城 功） この質問の最後に、教育委員長さんにお願いをしようと思ってたんですけど、や

っぱり子供たちが一番教育を受ける中で大事なのは、やっぱり僕は自主性だと感じております。

そういった中で、先生方がある程度枠を押しつけるような形で、例えば生徒会の役員を決めるん

でも、こういう人になってほしいんだとかいうようなことを先に、生徒よりも先に先生のほうが

話されたりとか、例えば、体育祭、文化祭の取り組みするのに、あんたは人をまとめるのが上手

だから中心になってやってほしいとかいうんではなしに、やっぱり子供たちの中から、そういっ

た人が、やっぱり推薦し合えるような、自主性を持てるような教育をしていただきたいのと、一

保護者として感じておりますんで、そういった中で今、言うていただいたような気持ちの中で、

できたら学校を、また、見ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

それと、もう一つマイクロバスのほう、教育委員会のほうで管理されとるのが２台分というこ

とで、維持管理費のほうも上がっておるわけですが、ほとんど、もうこれは毎日のように使用さ

れとるような状況なんでしょうか。今の現状がわかれば教えていただきたいんですが。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。前にも申し上げたと思うんですけども、今、町のほうで

３台のマイクロバスを所有しておりまして、そのうちの６割か７割が教育関係というんですか、

学校、それから社会教育、公民館活動等で使わさせていただいております。そうした実態を鑑み

まして、もう教育委員会のほうで２台を、今度から、この平成２６年度から管理させていただく

というものです。 

本当に稼働率はすごい稼働率でございまして、どうしても、その学校行事とかになりますと、

予備日なんかも入れていかんなんということで、非常に教育活動での利用が多いという状況でご

ざいます。そういったことで、この２台を管理させていただくことになりましたので、よろしく

お願いします。 

議  長（赤松孝一） 家城議員。 

９  番（家城 功） できるだけ子供の教育の一環の中で、例えばクラブ活動の対外試合とか、いろん

な補助をしていただいとるのも、現状も理解させていただいております。ただ、中学校の、例え

ばクラブ後援会の年間予算の半分ぐらいが廃品回収の収益を充てないと運営できないような状況

の中で、各クラブ一生懸命頑張って、対外試合とか練習試合とか行っていただいとって、その中

で教育費の中で、いろんな補助をしていただいとるんですけど、なかなか保護者の負担も多いと

いうご意見もお聞きしますんで、できるだけ、そういった有意義に使っていただけるような運営

をしていただければということでお願いしまして、１回目の質問を終わります。以上です。 

議  長（赤松孝一） 家城議員の質疑を終わります。 

ほかにありますか。 

３番、有吉議員。 

３  番（有吉 正） それでは、平成２６年度の予算の質問をさせていただきます。 

きょう、消防の防災の質問もたくさんあったわけなんですけども、消防団員が今３６３人、そ

れから、そのうち町の職員が４４人というようなことだったろうと思います。 

それで、与謝野町の役場の機構改革に係る要望書、これは区長さん方、野田川の区長さん方が

要望書を出されておりまして、野田川地域の防災体制や住民サービス等の低下に非常に懸念があ
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るというような要望書だったろうというふうに思っております。 

それで、ちょっと私の質問につきましては、この町職４４人のうち、何人が野田川の地域にお

んなるのかどうか、わかれば教えていただきたい。まず、そこから質問させていただきます。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 有吉議員のご質問にお答えいたします。３庁舎ありますけども、職員数は、やは

り加悦庁舎が一番多い、その次に岩滝庁舎ということになっておりまして、野田川庁舎について

は１０人ちょっと超えるぐらいではないかというふうに思っております。今、ちょっと正確な数

字は持っておりませんけども、３庁舎の中では一番少ない団員数になると思っております。 

今、申し上げますと、ちょっとこの時点ですけど、割合として、この時点で、これはいつの調

査かな、現行の消防団さんで、加悦庁舎は、割合だけ見ていただきたいんですけど１７名、それ

から本庁舎が１２名、野田川庁舎が１０名ということになりまして、これを足しますと３９名で

すけども、ちょっとこの時点の数字が捉えてるのが違いますので、こういった大体、割合になっ

ております。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員。 

３  番（有吉 正） 私は、それこそ伊藤議員が朝、質問されとるわけなんですけども、それからまた、

谷口議員のほうから、庁舎統合というのかね、本庁舎にというような、いつになったら先へ進む

んだろうというようなお話ございました。合併後８年たって、現状のまま来ておるということで

ございます。 

それこそ、やっと野田川の旧本庁舎が取り壊さずにいろんな倉庫等々に使って、あそこは危な

いから人を分けるんだというような機構改革が出るというような中で、こういうようなことで、

ちょっと先送りになったと、もちろん区長さん方の要望は重く受けとめなければならないと思い

ますし、立ちどまって考えるということは大事だとは思うんですけども、しかし、将来に向かっ

ては、早くそういうふうに持っていかなければならないであろうと、私は、このように思います。 

そこで、もう１点、自主消防があるところ、ないところあるのではないか。これは、地域の方

やら、消防団のＯＢで組織されておるところがあるであろうというふうに思います。この点につ

いて、どういったところで、そういった自主消防をなされておるのか、あるいはどこの場所でや

られておるのか、教えていただきたいと、このように思います。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 有吉議員のご質問にお答えします。自主防災の関係は、自主防災組織ということ

で設立されているというところで判断をいたしております。 

そうした中で、今、どことどことがいうことは、ちょっと資料を持ってきておりませんけれど

も、野田川地域では、かなり自主防災組織ということで、規約をつくっておられまして、それを

いただいております。岩滝と加悦については、どこどこということはちょっと私、今、頭の中で

覚えておりませんけども、何が言いたいかというと、自主防災組織をつくられて、その規約をつ

くられて、いわゆるその組織やいろんなものをちゃんと定義づけられているのを自主防災組織と

いうふうに言わさせていただいておりまして、今、申し上げましたように、結構、野田川のほう

ではあるというふうに認識しております。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員。 



－242－ 

３  番（有吉 正） 総務課長、私ね、自主防災組織というのは、例えば水防組織であったり、そうい

うことはわかるんですけども、岩屋でもありますので、区役員さんがなさったり、やっておられ

ます。そうじゃなしに、消防団のＯＢさんとかやっておられる、例えば岩滝で消防団のＯＢの方、

地域の方の自主消防の組織があるのかないのか。 

例えば、算所あたりはあるというふうに聞いておりますし、そこら辺を教えていただきたいと

思います。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 私が、ちょっとお聞きしているのは、岩滝地域で持っておられるというところが

あるということだけ承知いたしております。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員。 

３  番（有吉 正） 先ほど、加悦庁舎が１７名、それから野田川が１０名、それから岩滝本庁が

１２名の職員の消防団員がおると、そのようにお伺いしたわけですが、例えば、もし火事があっ

たときに、消防団員が、そんだけ出ていくわけですよね。それともう一つは、例えば野田川が少

なくなってくると、ほんまに消防団が動くのかというようなこととか、いろんなことが懸念され

るのではないかなというとこら辺が、今度の区長さんの要望書に入っているのではないか、ある

いは大きな災害が起きたときに、支所として、そこら辺の指揮、管理というのかね、指揮系統、

そこら辺の不安があるのではないかというふうに思うんですけども、これはやはりクリアしてい

かなければあかんというふうに思うんですけども、町長でも、あるいは副町長でも結構です、そ

こら辺をどのように考えておられるのか、お願いいたします。 

議  長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 今回、野田川の区長さん方から出てまいりました、その要望書というのは、やは

りいざというたときに、その防災面、あるいは消防の、そうした不安な部分、また住民、窓口業

務についても、どの辺まできちっとするのだというような全体の具体的な中身が出てこないので、

やはりそれらをきちっと示した上で、皆さんが安心できるような形をつくっていただきたいと、

もう少しきちっと熟慮していただきたいという、そうした要望であって、全く、だから、これは

反対という、そういう意味ではないというふうに私は受けとめました。 

今回、条例を出させていただいて云々と思ったんですけれども、やはりその辺が、まだきちっ

と詰め切れてませんので、やはり今後の作業としては、それらをきっちりと安心していただくよ

うな形をお示しして、そして、特に野田川の、そうした庁舎が機能としては非常に手薄な形にな

りますので、それらをどうカバーしていくのかという具体的な、あれをお示しさせていただくこ

とが、大事かなというふうに思っております。 

ですから、そうした作業といいますか、そうしたことは、これは、野田川の庁舎だけではなし

に、全体の町の仕事の中で、どういうふうに配分していくのかということも含めて、もう少し時

間的な余裕が必要だろうというふうに考えております。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員。 

３  番（有吉 正） よくわかりました。やっぱりこれもしっかりと新しく決められた、決まった町長

のほうで進めていくべきだろうなというふうに思いますし、将来的には、やっぱり総合庁舎に向

けて、一応の結論は、総論賛成、各論反対というところが、まだまだ出てくるんでしょうけども、
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やっぱり進めていかなければならないと、このように思います。ありがとうございました。 

それから、１点、ちりめん街道の空き家バンク制度というのが、たしかスタートしたと思いま

す。これ、たしか昨年の８月ごろだったろうと思うんですが、これについて、ざっと半年たった

わけですけども、どのような成果といいますのか、その辺があれば教えていただきたいと思いま

す。 

議  長（赤松孝一） 長島商工観光課長。 

商工観光課長（長島栄作） お答えさせていただきます。空き家バンク制度につきましては、ちりめん街

道に特化をいたしました形で、ちりめん街道内の空き家の方々に、ご家族であったり、親戚の

方々に登録をいただいて、その登録いただいた空き家につきまして、ちりめん街道の活性化のた

めですとか、ちりめん街道内でおもてなしの施設ですとか、ご商売をというような考えで、その

制度を創設をいたしまして、そこの部分では地元の区、また、ちりめん街道を守り育てる会、商

工会等の協力を得ながら、今、進めているところでございますが、現在のところでは、まだ登録

が１、２件程度の部分でしか、現在のところは動いていないといいますか、なかなか、まだまだ

難しい面はあろうかと思っております。 

これについては、やはり我が家をどういうんでしょうか、今は外に出ておられますけども、な

かなか、そこをお貸しする、また、買っていただくという話には、なかなか財産としてなりにく

いというところではございますが、今、平成２５年度で、旅づくり塾、また海の京都実践者会議

の中で、いろいろな事例等を見ていただいたり、勉強をしていただく中では、例えばお貸しをし

て、ある程度の期間お貸しをして、その間、きれいに管理をいただいて、帰ってこられるときに

は、仏壇のほうは手を合わせていただけるというか、そんな形のケースもあったり、いろいろな

ケースが、視察に行かせていただくとございまして、そんな事例なんかも含めまして、地域と、

また、空き家の所有者、空き家の所有者というたらおかしいですけども、管理しておられる方々

とのコミュニケーションをとりながら、空き家の登録をいただいて借りていただく、また、買っ

ていただく、中には、空き家ないですかという方も、確かにちょこちょこお話はあるんですけど

も、なかなかまだマッチングという部分では、非常に、まだ難しいところがございます。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員。 

３  番（有吉 正） 状況はよくわかりました。簡単に、すぐに答えは出ないということだろうと思い

ますし、また継続して、またご努力いただきたいと思います。 

私、この空き地、空き家、あるいは耕作放棄地、こういうことを言うとあれですけども、廃屋

等々、いろんな今、問題があります。また、今後は、それが、さらにふえていくだろうなと、こ

れは、あすは我が身という言葉もあります。私だってどうなるかわからない。田んぼもそうです。

家だってそうです。ただ、そういった中で、これが一つの全国の問題ではあるわけですけども、

一つ行政が解決していかなければならない、一つの課題であろうと、難しいことですけども、こ

の点についてちょっとお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 

実は、今、お聞きしたわけですけども、これはちりめん街道に空き家バンク制度があるわけな

んですけども、それこそ多くの議員が、今まで、これに意見も言われ、町も、それなりに取り組

んでこられた中のスタートが空き家、ちりめん街道の空き家バンクが取っかかりではなかったか

なというふうに思います。ただ、全国的に見て、私ちょっと国土交通省の、ちょっとホームペー
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ジの中を見させていただきました。基本的には、行政がやはり知恵を出して解決に向かってやれ

というのが、国土交通省の言い分、ある意味、きれいごとに近いかもわかりませんけども、その

ように思っております。 

これについて、今まで行政の中で、ご議論されて、次のステップはどうしていくんだというよ

うなことは町長、いかがでしょうか。今までの町長の答弁だと、あまり前向きではなかったわけ

なんですけども、どうでしょうか。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員、質疑の途中ですが、ここで１０分間休憩します。 

４０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時２７分） 

（再開 午後 ３時４０分） 

議  長（赤松孝一） それでは、休憩を閉じまして質疑を続行いたします。 

答弁を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 総務課長のほうからお答えさせていただきます。 

議  長（赤松孝一） 奥野総務課長。 

総務課長（奥野 稔） 有吉議員のご質問にお答えを、私からさせていただきたいというふうに思ってい

ます。 

空き家につきましては、数多くの議員の皆さんから一般質問等で寄せていただいておりまして、

町長からも答弁をさせていただいておるところでございますけども、今、有吉議員が国土交通省

の何とか言われました、私が聞いておることをちょっと申し上げますと、この空き家問題は、と

にかく筋は財産権の問題、個人の財産権の問題、これが大きな重要な、いわゆる侵害できないと

いうところで問題になっております。京都府、申し上げておりますけども、京都府でも、手挙げ

方式で、いわゆる空き家の問題をどうするかという、こういう研究チームを、いわゆるつくりま

して、本町もそれに参加して、それぞれ、これは農業分野、いろんな分野、それから防災面、防

犯面、いろんな分野での課題の抽出をいたしておりました。京都府といたしましても、全体京都

府として、何らかの対策をとらなきゃいけないという認識を持っております。 

それから、国においても、私が聞いておりますのは、いわゆるその敷地内に立ち入って踏み込

めるといいますか、そういったことも許可していくような法令の整備をしていかなければならな

いというように聞いておりますが、ただし、受け手と所有者の間には大分違いまして、何で空き

家と言われんなんだというようなこともございます。そうしたことで、私が申し上げましたのは、

何が言いたいかといいましたら、京都府の手挙げ方式で、数市町村で、この課題の抽出をして、

今後どうしていくかということを京都府も含めて１年間やってまいりました。 

今後、それらのことをもとに、何らやはり対処する方策を見つけていかなければならないと思

っておりますが、条例にやったとしても、いわゆる何がネックになっておりますかというと、罰

則規定なんです。なかなか罰則規定を設けないと次に踏み込めない、財産権の問題がある。そう

いうような現状があるということで、これをどう突破していくかということが、これもなかなか

至難のわざなんですけども、何があるかなということを今後、それらに向けて対策を練っていき

たいというふうに考えております。 
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そういった自治体の悩みを持っておりまして、国にも何らかの措置をしていかなければならな

いというようなことを聞いているというのが今の段階ですので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員。 

３  番（有吉 正） 農地の荒廃、それこそ、さきの一般質問でもやらせていただいて、国の、今度の

農業改革の中の農地中間管理機構、これを質問させていただきました。ちょうど２、３日前に農

林水産省のほうから、こういった新たな農業、農村政策が始まりますというふうな中にも、農地

中間管理機構、一般質問の中でも、これに期待をする、期待をしたい、同じように農地にも財産

権があります、所有権があります。あるいは場合によっては担保が入っておったり、いろんなこ

とがあるんではなかろうかなというふうに思いますが、これは農林水産省ですし、あと京都府が

どのような管理機構になって、どのように考えるかというようなことは、まだ、定かではないよ

うなお答えだったわけなんですけども、ただ、これには、やはり農地を集積するということが一

つの目的なんですけども、荒れた農地も管理していこうと、場合によっては土地利用しやすいよ

うな基盤整備等もしていこうと、このようになっておりますので、これに、私は期待したいなと

いう思いがあるわけなんですけども、なぜ、こういったことを国は考えて、今、いこうとしてい

るのか。 

それから、私が先ほど言いました、農地だけではなしに、国としても、そういった空き地、空

き家、また、そういった、地方に行けば行くほど廃屋等があるのが目につくわけなんですね。先

ほど、総務課長も言われたように防災や、あるいは防犯等々にも、これは関係してきますので、

ただ、これにも書いてあります、国土交通省には空き地・空き家等、外部不経済対策となっとる

んですけどね、不経済な、要するに、ほかに悪い影響を与えると、そういうことで載っておるん

ですけども、やはりこの農林水産省のような形の、いわゆる条例で財産権の問題だとか、そうい

ったことで判断できないというのはわかるんですけども、その先を考えたこともやっていかなけ

ればならない時代に来ておるのかなと、これは町行政だけに言うとっても仕方ないんですけども、

そういったこともあわせて、新しい町長には問題意識を持っていただきたい。 

あるいは新しい議員も、やっぱり政治が動かなければ、物事は動きませんので、そのように私、

この機会にご意見といいますか、ご質問させていただいたと、こういうことでございます。もし、

町長、何かあれば、あるいは副町長、何かあればお答えを願いたいと、このように思います。 

議  長（赤松孝一） 堀口副町長。 

副 町 長（堀口卓也） 今、議員のほうから農地の集積の話がありましたけども、その場合であっても、

あくまで耕作権をお持ちの地主のご理解とご協力がなければ、行政のほうが土地を一方的に取り

上げて、あるいは賃借権を設定してということにはならないと思うわけです。 

同様に、町長や総務課長が申し上げてますように、空き地、あるいは廃屋という方もあります

けども、これについても、それぞれ私有財産の壁がございます。人が見て、例えば１年にお盆と

正月ぐらいしか帰ってみえない、もうほとんど空き家に近いということを思っておっても、当の、

その子供さん、都会に住んではる息子さんにすれば、これは空き家、まして廃屋ではないと。お

盆とお正月に帰って、家の周りの草刈りから家の中の掃除もしてるということを言われれば、行

政としては、その私有地に踏み込んで何かをするということにはなかなかならない。もう繰り返
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し、この議場で申し上げてますように、私有財産の、その壁がどうしてもあるということで総務

課長が申し上げましたように、京都府の自治振興課が同じ悩みを抱えている府内の市町村に声か

けをしまして、プロジェクトを立ち上げて、そういった私有財産の問題、いろんな実態がある中

で、じゃあどうすればいいのかと、新たな、例えば京都府の条例をつくって、それを府内全域に

適用して、一歩前進が難しいまでも、半歩前進でもできないかということを今、一生懸命、京都

府と一緒に検討しておるというところでございます。 

これまでの答弁以上に進んだお答えができないんで非常に申しわけないんですが、問題意識は

国土交通省も都道府県も、ほとんどの京都市内含めまして、全国的な問題でありますので、大げ

さに言いますと、全市町村の共通の課題、問題だというふうに思っておりますので、ここまで問

題が大きくなれば、国土交通省挙げて、それから、京都府も含めまして、もう少し何とかできる

方策が検討されるんではないかということで期待をいたしておりますし、京都府のプロジェクト

でも積極的にご意見を申し上げていきたいというふうに思っております。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員。 

３  番（有吉 正） もうこれで質問は、質問ではないんですけども、副町長からご答弁いただいたん

ですけども、それぐらいはわかっておるつもりでございまして、もう一歩先まで、単なる条例を

つくってせいせいだけでは、これは片づかない問題が多いだろうなと、このように思っておりま

す。確かに私有財産であったり、相続の問題だったり、農地だって、いろんな課題があるのでは

ないかなというふうに思っております。だけど、初めて、こういった農地中間管理機構というも

のを、どこまでやってくれるかわかりませんけども、一つの手助けといいますのか、あれになる

のではないかなと、このように思いまして、質問させていただきました。質問を終わります。 

議  長（赤松孝一） 有吉議員の質疑を終わります。 

ほかに質疑はありませんか。 

８番、浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） それでは、当初予算の中から数点ばかりお伺いしたいと思います。 

初めに教育委員会関係でございまして、担当課長にお伺いしたいと思います。まず初めに、予

算書の２７２ページの幼稚園関係でございますけども、聞くところによりますと、今年度、新た

に転入も含めて１９名ほど入ってこられるというふうに伺っておるわけですけども、このあたり、

今年度の新しく入ってくる状況、今の現在の状況と今年度の状況を、まず初めにお伺いしたいと

思います。 

三河内幼稚園です、済みません。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。三河内幼稚園の平成２６年度入園予定者につきましては、

平成２６年度より３歳児を新たに追加してサービスを行いますので、３歳児が今のところ８名、

それから４歳児が８名、それから５歳児が２名の予定でございます。 

議  長（赤松孝一） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 若干、ちょっと私の数字とは違いますけども、５歳児は転入だったというふうに

思います。 

そこで、今現在の状況が答弁の中でなかったわけですけども、非常に、今年度もし誰もなけれ
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ば、５歳児年長さんが１名という状況だったというふうに思っております。 

その中で、今回、３歳児も含めて４歳児とで１６名の方が入園されます。これは、いろんな事

情があるとは思いますけども、その中の一つには、やはり以前から行っていただいております延

長保育、それから、今年度から始まりました３歳児からの受け入れと、このあたりが大きいんで

はないかと思いますけども、このあたりどのように考えておられますか。お伺いしたいと思いま

す。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。まず最初に、済みません、状況につきまして漏れており

ました。 

もう議員が今おっしゃっていただいたような状況でございます。大変、皆さんもご承知のよう

に、今の状況としましたら、４歳児が１名という中で、来年については年長児が１名ということ

で、非常に危惧しておりましたが、転入者がありまして、５歳児は来年、２名に、複数になりま

すし、それから預かり保育、また、平成２６年度からは３歳児保育をするといったことから、何

とか園児がふえてきたのかなというふうに思っております。 

ただ、従来でしたら、地域からほとんどの方が来ていただいたということでしたが、やはり

３歳児につきましても、半分ぐらいが他地域からというふうな実態もございまして、それはそれ

で、幼稚園としての３歳児受け入れは三河内幼稚園の特色ということで実施ということにしまし

たので、いいんかなというふうには考えております。 

議  長（赤松孝一） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） そこで、私の認識が、もし間違っていれば指摘していただきたいのですけども、

もともと、あそこは３歳児が受けれるように教室が整備されておって、きょうまでは、その１室

を図書室というか、図書館といいますか、図書室ですね。こういうふうにされていたというふう

に私は思っております。 

そこで、今回、その部屋を新たに３歳児用に使われるという形で、今までの、この図書室がち

ょっと狭いところに移動するというような話も聞いておりますけども、このあたりの現状を教え

ていただきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。議員、説明いただいたとおりでございまして、部屋数的

には確かに３歳児というんですか、３部屋ありました。 

ただ、これまでは３歳児をやっていませんでしたので、例えば、預かり保育ですとか、図書室

というような活用をさせていただいておりました。来年度から３歳児を受け入れるということで、

そこにありました本ですとかは、幼稚園に入った、すぐの左側の和室のほうに、これが４畳半程

度の和室だったと思いますけども、そちらに移動させていただいて、そちらで活用できるような

仕組みをつくっております。 

３歳児の教室につきましては、新たに平成２６年度の予算でお願いしまして、畳の整備ですと

か、そうしたことを予定をさせていただいております。 

議  長（赤松孝一） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 幼稚園には、地域の方々からいろいろと寄贈の図書なんかもありまして、かなり
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たくさんの図書があります。少し、ちょっと４畳半では私は狭いかなというふうに思っておりま

す。 

それともう１点、これは署名運動等されていますので、もう言うてもええかなと思うんですけ

ども、私立幼稚園のほうが新たな受け入れをしないというようなこともございまして、今後、今

までの、この地域の方も含めて、地元の方も含めて、三河内幼稚園に入ってこられる方がふえて

くるんではないかなという、そういうことも考えますと、やはり今の設備の中で、やはり図書室

は少し不十分かなというふうに私は考えております。 

例えば、敷地はたくさんありますから、ちょっと下屋を出すなりですね、こういった当たりも

一度ちょっと視野に入れていただきたいなというふうに、私個人的には思っておりますので、こ

のあたりちょっと伺いたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。一つの提案として受けとめさせていただきたいなという

ふうに思っております。 

確かに、議員おっしゃったように、長年にわたりまして、図書に使ってくれたらいいというよ

うなことで、寄附をずっといただいている方もございます。そうした方に報いさせていただくと

いうんですか、そういった分も含めまして、図書の活用はやっぱり図っていかんなんと思います

ので、できるだけ環境的によくなるようには工夫をしていきたいとなというふうに思っておりま

す。 

議  長（赤松孝一） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） それから、同じく教育委員会ですけども、２６２ページの学校満足度調査ハイパ

ーＱＵという、恐らくこれはアンケートかなというふうに思うわけですけども、これは、今年度

初めてかなというふうに私は思っとるわけですけども、この内容ですね、恐らく簡単なアンケー

トで、どこかに出して分析して返ってくると、こんなような形かなというふうに思っとるわけで

す。この内容を、まず教えていただきたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えさせていただきます。これは平成２６年度から始めるというもんでは

ございませんです。平成２５年度でも予算化は、実際にやってもらっているわけですけども、年

１回の予算を見ておりました。 

ところが、やっぱりその傾向を、ある意味では検証する意味でも年２回していきたいと、それ

でやっぱり違いというんですか、やっぱりＱＵによって、どう学級経営なり、また、それによっ

て子供たちの様子がどう変わったかということを、やっぱりきちっと見るためにも、年２回した

いということで、今回、平成２６年度から２回分を見させていただいてます。 

ただし、中学については、まだ１回ということで、これからの課題ということで考えておりま

す。どんなテストかと申しますと、いわゆる一般的にいいまして、子供たちの心理テストになり

ます。 

ＱＵというのは、一つ、商品名でございまして、あくまでも心理テスト、いわゆる学級満足度

調査というんですか、子供たちが学級にいながら、どんな思いでおるかということを客観的にテ

ストで、その傾向を示すということで、子供たちの内面的な感情というんですか、満足度が示す
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ことができると。その状況を見て、先生方が、その学級経営をどうしていくかということを考え

ていきたいということでございます。 

これにつきましては、まず、テストするのは簡単なんですけども、いかにそのデータをもとに

学級経営を、よりよい学級経営をしていくか、ここが問題で、要するに使えなくては意味がない

ので、教育委員会といたしましても、もうこれを、ある意味ではいじめとか、そういったいろん

な問題事象、不登校ですとか、そうしたものの一つの大きな解決策としまして、大々的に、これ

を使っていこうということで、職員研修につきましても、これをきちっと来年度からはやってい

く方向で、大きな職員研修の柱ともさせていただいております。 

そうしたことで、少しでも、その町内の全ての小学校、また、中学校で、どこの小学校へ行っ

ても、そういった、いわゆるよりよい学級経営ができるように、できるだけいい職員さんですか、

あればいいんですけども、やっぱりなかなかいろいろと個人差はございますので、そうした個人

差をできるだけ組織ぐるみでの対応でなくしていくということがねらいでございます。 

議  長（赤松孝一） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） まさに次の質問で、そのあたりをお伺いしたかったわけです。いうのは、ことし

が初めてではないと、過去にもやっておられたという形で、こういった診断テスト、テストの結

果を、よりきめ細やかな指導、また、そういったきめ細やかな支援につなげていくことが大事で

あろうと、今、聞いてますと職員研修の場とか、そういうあたりで活用されているようですけど

も、例えば、実際に、その生徒に対する指導の中で、こういったテストの結果を踏まえて、生か

されたような、こういった事例、もし答弁していただける範囲でありましたら、伺っておきたい

と思います。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えいたします。まだ、平成２５年度の段階では、どっちかというとモデ

ル的な形で取り組んでいる学校があるということで、これを全町的に、今後は広めていきたいと

いうことで、町の教職員研修の中でも、そうしたことを、まず、柱に取り組んでいきたいなとい

うふうに考えております。 

議  長（赤松孝一） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 次に、これは少し今のと関連してくるわけですけども、昨年、学級集会の中でＳ

ＮＳについて考えようという情報学習みたいなのを、保護者も、一応こういうことをやっている

というので伺ったわけですけども、その中で、いろいろと学校等、アンケートをとっておられま

して、その内容を聞いて、私も非常にびっくりしたわけですけども、そういった小学生でも、こ

ういったスマホですとか、そういったツールを使ってインターネットでつながったり、他校の生

徒とつながったり、また、個人情報なんかをどんどん載せたりと、非常に危惧しているわけです。 

親が買い与えた、そういったツールですので、親がもちろん管理、約束事をつくるとか、管理

するのは当然なんですけども、なかなか保護者のほうも、そういった機会に、なかなかちょっと

苦手な方もありますし、そういった感じで多くとは言いませんけども、自由に使っている子もい

るようでございます。 

そうした中で、学校としてもですね、この問題、非常に大きな問題であろうというふうに思っ

ておりますので、今年度、昨年度も含めてですけども、こういった当たりの対応について、もし
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見解がございましたら伺いたいと思います。 

議  長（赤松孝一） 小池教育推進課長。 

教育推進課長（小池信助） お答えします。議員おっしゃるとおり、本当にＳＮＳを通じまして、いわゆ

るインターネットの中で、本当にいろんな誹謗中傷が取り交わされたりというようなことで、大

きな社会問題となっております。特に、その辺の認識というんですか、十分な教育がされてない

中で、若い子供たちが、そのツールを使うということは、非常に危険な実態が出ております。う

ちの教育委員会としましても、先ほども言いました学校教育の重点の中で、この点についても、

しっかりと取り組むように考えております。また、この後、これから皆さんにもお願いをしてい

かんなんとは思っておりますけども、いじめにかかわります町の基本方針ですか、そうしたもの

も今、準備ですか、しておりまして、そうした中でも、そのＳＮＳの問題は、大きな問題として

取り上げております。 

非常に規制するとかいうことが難しいものでございますので、どこまでやっていけるかという

ことはわかりませんけども、大きな問題であるというふうに承知しておりますので、今後の課題

として。 

防犯教室等もやったり、それから事例を申し上げますと、昨年はポリテクカレッジあたりの先

生に三河内小学校や、それから江陽中学校あたり、講師として来ていただいて、そうしたスキル

についての勉強会ですか、そういったこともやっておりますので、いろんな方面で、防犯教室も、

そうですけども、いろんな機会があるたびに、そうしたことで、その危険性を訴えたり、教育を

させていきたいなというふうには考えております。 

議  長（赤松孝一） 浪江議員。 

８  番（浪江郁雄） 以上で終わります。 

議  長（赤松孝一） お諮りいたします。 

本日、この後、産業建設常任委員会が計画されてますので、この辺で本日は延会したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（赤松孝一） それでは、以上をもちまして、本日は延会いたします。 

明日、午前９時３０分から開議しますので、ご参集ください。 

（延会 午後 ４時０９分） 

 


